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裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び国立大学法人東京大学（以下「乙」

という。 ）は、令和6年2月9日付け裁判官派遣要請書（民事その1）につい

て、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関

する法律（平成15年法律第40号。以下「法」という。 ）第4条第1項の規

定等に基づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」

という。 ）の教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大

学院において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判

官」 という。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院において

この取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した

場合には、その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間） 、

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以

下「派遣期間」という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日ま

でとし、派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する｡
く

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、

派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。
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一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続す

ることができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙

は、あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を

通知するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官と

の間の契約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合

で、第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前

の派遣要請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議する

ものとする。ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由による

と認められる場合は、この限りではない。

〆

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は

勤務時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとす

る。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）

及びその他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法､裁判所法

及びその他の法令によるほか、この派遣の性質に反しない限りにおいて乙に

おける東京大学教職員就業規則に定めるところによる。
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（出張）

第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、

事前に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬そ

の他一切の給与の支払を受けないものとする,

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤

務条件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、

この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における東京大学教職員就業規則

に定めるところによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及

び派遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関

する法律（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）

第6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金

額の算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時

間数について報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況に

ついて報告するものとする。
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（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手

方に対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことが

できる。その結果《取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同

意を得た上で、その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、

甲と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、

れ記名押印の上、その1通を保有す.る。

本書2通を作成し、それぞ
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甲最高裁判所

事務総長 堀 田 眞 哉

乙国立大学法人東京大学

学 長 藤 井 輝
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(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

客員教授（みなし専任教員）

教授等の業務を行うのに必要な日数又は時間数

4月から5月まで週1日

9月から1月まで週1日

その他の期間は月4時間

2

教授等の業務を行うべき場所

東京大学本郷キャンパス（東京都文京区本郷7丁目3番地1号）

場合によっては、オンラインで業務を行うこともある。

3

4教授等の業務の内容

（1）授業の担当

（2）教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

必要〔法曹養成専攻教育会議（月1回予定)〕

(注）法曹義成専攻教育会議では、入学試験、カリキュラム、授業担当、その

他法曹養成専攻の教育に関する事項を取り扱う。

(3） （1）及び（2）のほか教授等の業務として特記すべき事項

授業には、試験等の業務を含む。また、会議に付随した業務（調査等）が含まれる。

－5－

民事事実認定論

2単位

令和6年度4月～5月 105分授業13回を1クラス

S1ターム（前期の前半）中、連続する6. 5週、 週あた

り1日 （2コマ）

担当科目 民事実務蚤言礎

単位数 4単位（2単位×2クラス）

授業時間等

出勤を要

令和6年度9月～1月 105分授業13回を2クラス

(同一内容の授業を実施）
－－－一一一一一= .一一●令一一

Aセメスター（後期）中、連続する13週、 週あたり1日
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側紙第2）

1交通費の刷及い
､

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

2研究費の取扱い
D
B

派遣裁判官には支給しなし％

研究室の利用等

乙は､ ･派遣裁判官に研究用スペースを割り当てる。

また、乙において、派遣裁判官力荊用できる図聲コピーカード等を適宜整備する。
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裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び国立大学法人東京大学（以下「乙」

という。）は、令和6年2月9日付け裁判官派遣要請書（民事その2）につい

て、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関

する法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規

定等に基づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院｣

という。 ）の教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大

学院において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判

官」 という。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上､派遣裁判官が派遣先法科大学院において

この取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した

場合には、その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以

下「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日ま

でとし、派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、

派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。
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一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続す

ることができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙

は、あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を

通知するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官と

の間の契約も終了するものとする。 、

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合．

で、第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前

の派遣要請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議する

ものとする。ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由による

と認められる場合は、この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は

勤務時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとす

る。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）

及びその他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2 ．派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法

及びその他の法令によるほか、 この派遣の性質に反しない限りにおいて乙に

おける東京大学教職員就業規則に定めるところによる。
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（出張）

第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、

事前に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬そ

の他一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤

務条件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、

この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における東京大学教職員就業規則

に定めるところによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及

び派遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関

する法律（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）

第6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金

額の算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時

間数について報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況に

ついて報告するものとする。
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（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手

方に対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことが

できる。その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同

意を得た上で、その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、

甲と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、

れ記名押印の上、その1通を保有する。

本書2通を作成し、それぞ

令和6年3月(3日
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事務総長 堀 田 眞

乙国立大学法人東京大学

学 長 藤 井 輝
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(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

客員准教授（みなし専任教員）

教授等の業務を行うのに必要な日数又は時間数

4月から5月まで週1日

9月から1月まで週1日

その他の期間は月4時間

2

教授等の業務を行うべき場所

東京大学本郷キャンパス（東京都文京区本郷7丁目3番地1号）

場合によっては、オンラインで業務を行うこともある。

3

4教授等の業務の内容

（1）授業の担当

雲+言零雲鴬蓋 雫－． 1甲詩話するfj

－－－－ ←

05分授業13E

(同一内容の授鑿
→一一一一一一一 寺一◆－－－一－一

H1、 晶函鋸

（2）教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

必要〔法曹養成専攻教育会議（月1回予定)〕

（注)%法曹義成専攻教育会議では、入学試験、カリキュラム、授業担当、その

他法曹養成専攻の教育に関する事項を取り扱う。

(3） （1）及び（2）のほか教授等の業務として特記すべき事項

授業には、試験等の業務を含む。また、会議に付随した業務（調査等）が含まれる。

－5－

担当科目

単位数

授業時間等

出勤を要する日
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(別紙第2）

1交通饗の取扱い

教授等の業務を行うのに必要と認め.られる範囲で乙が実費を支給する。

2研究費の取扱い ：

派遣裁判官には支給しない6

研究室の利用等 ，

乙は、派遣裁判官に研究用スペースを割り当てる｡

また、乙において、派遣裁判官が利用できる図書、コピーカード等を適宜整備する。

3
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裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び国立大学法人東京大学（以下「乙」

という。 ）は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員

の派遣に関する法律（平成15年法律第40号。以下「法｣ という。 ）第4条

第1項の規定等に基づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法

科大学院」という。 ）の教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決め

を締結する。

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大

学院において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判

官」という。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院において

この取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した

場合には、その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以

下「派遣期間」という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日ま

でとし、派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、

派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。
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一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続す

ることができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙

は、あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3､前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を

通知するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官と

の間の契約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合

で、第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前

の派遣要請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議する

ものとする。ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由による

と認められる場合は、この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は

勤務時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとす

る。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）

及びその他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法

及びその他の法令によるほか、この派遣の性質に反しない限りにおいて乙に

おける東京大学教職員就業規則に定めるところによる。
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（出張）

第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、

事前に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬そ

の他一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤

務条件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、

この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における東京大学教職員就業規則

に定めるところによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及

び派遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関

する法律（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）

第6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金

額の算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時

間数について報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況に

ついて報告するものとする。
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（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手

方に対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことが

できる。その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同

意を得た上で、その旨の取決めを締結するものとする。

, (疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、

甲と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、

れ記名押印の上、その1通を保有する6

本書2通を作成し、それぞ

令和6年3月1＄日

甲最高裁判所

事務総長
Ｉ
ｉ

ｌ

罰
“
↑
唖
”
』

９
４
毛
ｑ

哉

｜、

堀 田 眞

乙国立大学法人東京大学

学長 藤 井 輝
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(別紙第1）

0

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

客員教授（みなし専任教員）

教授等の業務を行うのに必要な日数又は時間数

4月から8月まで週1日

9月から1月まで週2日

その他の期間は月4時間

2

教授等の業務を行うべき場所

東京大学本郷キャンパス（東京都文京区本郷7丁目3番地1号）

場合によっては、オンラインで業務を行うこともある。

3

4教授等の業務の内容

（1）授業の担当

~－－－－－－－…~一一一一一一~－－－1

御日

渓
日

月 10。6年庵4仁

中、連続 W、 亜則＆

－－－七一

一一一凸一一一一一

;－
ー

－ －竺一 －一

授業13回を1クラス
－－－巴今一一一一一一 －－

13週、 週あたり1日圃、正

一一辞-●一きず一－－－1－＝▲一色一－一一ロローーー±－－－

|担当科
|単位数
！

目

｜授業時間等

｢菌動霊する日
合和6年度 9月～1月 1C
－F－ － 色一一一一=＝L ＝一一一＝一一一－－－

Aや式ス〃－イ潅麺、中 斗宙握

（2）教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

必要〔法曹養成専攻教育会議（月1回予定)〕

（注）法曹養成専攻教育会議では、入学試験、カリキュラム、授業担当、その

他法曹養成専攻の教育に関する事項を取り扱う。

(3） （1）及び（2）のほか教授等の業務として特記すべき事項

授業には、試験等の業務を含む。また、会議に付随した業務（調査等）が含まれる。

戸

一O ‐一

担当科目

単位数

授業時間等

出勤を要する日



(別紙第2）

● 、

1交通費の取扱い

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

2研究費の取扱い ‘
。

・派遣裁判官には支給しない。

研究室の利用等． 《

乙は、派遣裁判官に研究用スペースを割り当てる。

また､乙において、派遣裁判官が利用できる図書、コピーカード等を適宜整備する。

3

1

1

r

－

1

、

一

4

）

『
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裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び国立大学法人東京大学（以下「乙」

という。 ）は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員

の派遣に関する法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条

第1項の規定等に基づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法

科大学院」 という。 ）の教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決め

を締結する。

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大

学院において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判

官」 という。 ）を指定する6

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院において

この取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した

場合には、その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以

下「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日ま

でとし、派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、

派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。
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一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続す

ることができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙

は、あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を

通知するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官と

の間の契約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合

で、第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前

の派遣要請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議する

ものとする。ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由による

と認められる場合は、 この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は

勤務時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとす

る。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）

及びその他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法､裁判所法

及びその他の法令によるほか、この派遣の性質に反しない限りにおいて乙に

おける東京大学教職員就業規則に定めるところによる。
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（出張）

第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、

事前に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬そ

の他一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤

務条件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、

この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における東京大学教職員就業規則

に定めるところによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及

び派遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関

する法律（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）

第6条第'項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金

額の算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時

間数について報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況に

ついて報告するものとする。
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（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手

方に対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことが

できる。その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同

意を得た上で、その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、

甲と乙とが協議して定めるものとする。 ‘

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、

れ記名押印の上、その1通を保有する。

本書2通を作成し、それぞ

令和6年3月(3日

甲最高裁判所

事務総長 堀 田 眞

乙国立大学法人東京大学

学 長 藤 井 輝

可
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(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

非常勤講師（非常勤教員）

教授等の業務を行うのに必要な日数又は時間数

4月から6月までおおむね隔週で週1日ないし2日 （1日4時間）

9月から1月まで週1日 （1日4時間）

うち年間76時間．

2

教授等の業務を行うべき場所

東京大学本郷キャンパス（東京都文京区本郷7丁目3番地1号）

場合によっては、オンラインで業務を行うこともある。

3

4教授等の業務の内容

（1）授業の担当

受菜13回を2クラス

司一内容の授業を実施）

9週につきおおむね隔遁

の講義券複数名（3名）

合和6年暦4旗

刮1正

諸琢儂壼昔差苦篭
卿ノ
ー

受業 13回を2クラブ

勾容の授業を実施

調につき週あたIM)中、琿続

（2）教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

不要

(3） （1）及び（2）のほか教授等の業務として特記すべき事項

特になし
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(別紙第2）

1交通費の取扱い

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

2研究費の取扱い

派遣裁判官には支給しない。 、

研究室の利用等

派遣裁判官は、共用の講師控室の利用が可能である｡

また、乙において、派遣裁判官が利用できる図書、コピーカード等を適宜整備する。

3

「

1

ダ

－6－



裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び国立大学法人東京大学（以下「乙」

という。 ）は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員

の派遣に関する法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条

第1項の規定等に基づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法

科大学院」 という。 ）の教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決め

を締結する。

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大

学院において別紙第1で定める教授等の業務を行.う裁判官（以下「派遣裁判

官」 という。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院において

この取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した

場合には、その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、この取決めに反する内容を定めることはできない。
＊

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以

下「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日ま

でとし、派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

0

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、

派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。

－1－



～

一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続す

ることができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙

は、あらか,じめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を

通知するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官と

の間の契約も終了するものとするb

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合

で、第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前

の派遣要請に基づき甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議する

ものとする。ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由による

と認められる場合は、この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は

勤務時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとす

る。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）

及びその他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない6

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法

及びその他の法令によるほか、この派遣の性質に反しない限りにおいて乙に

おける東京大学教職員就業規則に定めるところによる。

－2－



（出張）

第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、

事前に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は､'派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬そ

の他一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤

務条件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、

この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における東京大学教職員就業規則

に定めるどころによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及

び派遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関

する法律（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）

第6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金

額の算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時

間数について報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況に

ついて報告するものとする。

｡
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（取決めの変更）

第10条甲及び乙は､この取決めを変更することを希望する場合には、相手

方に対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことが

できる。その結果､取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同

意を得た上で、その旨の取決めを締結するものとする。

、

I

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、

甲と乙とが協議して定めるものとする。
1

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、

れ記名押印の上、その1通を保有する。

本書2通を作成し、それぞ

令和6年3月'3日
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甲最高裁判所

事務総長 堀 田 眞

乙国立大学法人東京大学

学長 藤 井 輝
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(別紙第1）

1派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

非常勤講師（非常勤教員）

教授等の業務を行うのに必要な日数又は時間数

4月から8月まで週1日 （1日2時間）

9月から1月まで週1日 （1日4時間）

うち年間50時間

2

／

教授等の業務を行うべき場所

東京大学本郷キャンパス（東京都文京区本郷7丁目3番地1号）

場合によっては、オンラインで業務を行うこともある。

3

4教授等の業務の内容

（1）授業の担当

印画伝 ロ 心

]6年度4月～8月 10

宮メスター（前期）中、律締

－－－－－

－－
担当科

単位数

目｜刑事実務基礎

位（2単位X2クラ.ス/3名）4／3単
－－や一一一一一マーー一

度9月～1月 105授業時間等 ｜令和6年 受栗13回を

司一内容の将

ター(後期)中､連続する'3適雇毫適濠5垂
｜

を複数名（3名）で担当 一一一－-.------」

一一－一才一一一一一

出勤を要する日

一一二一●一一一一

Aセメス

日の講義

（2）教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

不要

(3） （1）及び（2）のほか教授等の業務として特記すべき事項

特になし
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1

〆

一

ﾛ

(別紙第2）

1交通費の取扱い‘

,教授等の業務を行.うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。
I

2研究費の取扱い

派遣裁判官には支給しない。
ノ

研究室の利用等

派遣裁判官は､共用の講師控室の利用が可能である。

また、乙において、派遣裁判官が利用できる図惠コピーカード等を適宜整備する。

3

１

１

－6－
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裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び国立大学法人一橋大学（以下「乙」 と

いう。 ）は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派

遣に関する法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項

の規定等に基づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」

という。 ）の教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学

院において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 と

いう。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこ

の取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合に

は、その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、

派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。

－1－



一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続する

ことができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通

知するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の

契約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤

務時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及

びその他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及

びその他の法令によるほか、この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における

国立大学法人一橋大学契約職員就業規則又はこれに相当する内容の規則に定める

ところによる。
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(出張）
/

第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事

前に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その

’他一切の給与の支払を受けないものとする。

2 前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務

条件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、この

派遣の性質に反しない限りにおいて乙における国立大学法人一橋大学契約職員就

業規則に定めるところによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び

派遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法

律（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額

の算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数に

ついて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につ

いて報告するものとする。
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（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方

に対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、

甲と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ

記名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月Iう日

甲最高裁判所

事務総長 堀 田 眞

乙国立大学法人一橋大学

学 長 中 野 E
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（別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

特任教授（みなし専任教員）

2 教授等の業務を行うのに必要な日数又は時間数

令和6年度 4月から7月まで 隔週1日

9月から12月まで 週1日

9月から3月までの間期間内で合計4日程度

その他の期間 月1回程度（2時間程度）

3 教授等の業務を行うべき場所
'

一橋大学国立キャンパス（東京都国立市中2丁目1番地）

4 教授等の業務の内容

（1） 授業の担当

1ー‐一－~一一一－－－~.－－－－~~~一~"－－－ ~~

I璽当科圖I民事裁判基礎‘
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合和6年氏

される期末試験のための1日。

に再試験・追試験を計1回行う場合には、その

－－画 F一 一一画守 － 一一一一一一一マ ー →マーー一一一 ÷■－→壜一一一一一－一寺一一
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一一一 』 一一一一一コ ゴ ー 邑一一■－一一

民事裁判基礎I

2単位（1単位×2クラス）

令和6年度 9月～12月
■

105分授業6回×2クラス（同一内容の授業を実施）

日上記期間中、週あたり1日 （同一曜日）の合計6日及び

月に実施される期末試験のための1日。

さらに、 2月に再試験・追試験を計1回行う場合には、

1日。

12

その

(2) 教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

必要[法科大学院教授会（月1回・約2時間） ］

(3) (1)及び(2)のほか教授等の業務として特記すべき事項

ア学生の質問や相談を受け付ける「オフィス・アワー」を設けて、その

業務を行う。

イ (2)のほか、教育内容・方法についての教員間の協議など個別的な打ち

合わせやファカルティ・ディベロップメントに伴う会議に出席する。

ウ 9月から3月の間に、 (1)の「民事裁判基礎I」 「民事裁判基礎Ⅱ」の

学習成果の確認のため、関連する「模擬裁判」の授業において助言等を

実施する。
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(別紙第2）

1 交通費の取扱い

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

2 研究費（図書費）の取扱い

派遣裁判官に支給しない。

3 研究室の利用

乙は、派遣裁判官に研究室（電話、 コンピュータを含む。 ）を割り当てる

（2， 3名程度の特任教授の共同利用形態） 。

このほか、供用の教員控え室の利用が可能である。

また、乙において、派遣裁判官が利用できる図書、事務用品、 コピーカード

等を適宜整備する。
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裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び国立大学法人筑波大学（以下「乙」 とい

う。 ）は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に

関する法律（平成15年法律第40号｡以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定

等に基づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 とい

う。 ）の教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

、

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う｡’ ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、 この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。
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●

一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

？

は、この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における国

立大学法人筑波大学本部等非常勤職員就業規則に定めるところによる。

(出張）
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第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、 この派

遣の性質に反しない限りにおいて乙における国立大学法人筑波大学本部等非常勤

職員就業規則に定めるところによる。

(業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。

－3－
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（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他） ・

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月(3日

甲最高裁判所

事務総長
仮壽翻1

● PC

』 ■

0

1
哉； ，，
J

』 0

1 ‐ ‘ ､ ！.『則

堀 眞田

;‘",判

｜

，

乙国立大学法人筑波大学

学 長 永 田 恭
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(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

非常勤講師（非常勤教員）

2教授等の業務を行うのに必要な日数又は時間

年間15時間

3教授等の業務を行うべき場所

筑波大学東京キャンパス文京校舎

（東京都文京区大塚3－29－1）

4教授等の業務の内容

(1）授業の担当

(2)教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

不要

－5－

担当科目 法曹倫理Ⅱ

単位数 0． 5単位

授業時間等

〔授業〕

令和6年度 11月～1月

75分授業10回のうち5回を1クラス

〔オフィス・アワー〕

授業後に、学生の質問や相談を受け付ける「オフィス．
アワー」を設けてその業務を行う

出勤を要する日

上記期間中、 5週に週あたり1日 合計5日

(授業とオフィス・アワーを合わせて､ 1日あたり、

3時間）



(別紙第2）

交通費の取扱い
｡

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する｡．

1

研究費の取扱い

派遣裁判官には支給しない。

2
●

、

研究室の利用等 、

共用の非常勤講師控室及び筑波大学大塚図書館の利用が可能である。

3

また、共用の教員用コピー機の利用が可能である。

I

●

－6－



裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び国立大学法人千葉大学（以下「乙」 とい

う。 ）は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に

関する法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定

等に基づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 とい

う。 ）の教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

0

p

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。

-1-



一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合 一

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする｡

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における国

立大学法人千葉大学非常勤職員就業規則に定めるところによる。

(出張）

－2－



第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には､事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、この派

遣の性質に反しない限りにおいて乙における国立大学法人千葉大学非常勤職員就

業規則に定めるところによる。

6

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については､裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

．算定の基礎とするため､派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。

8

－3－



（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。 、

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月(3日

甲最高裁判所

事務総長 堀 田
ｰ

県

乙国立大学法人千葉大学

学長代行 中 晴谷

－4－



(別紙第1）

1派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

非常勤講師（非常勤教員）

2教授等の業務を行うのに必要な日数又は時間数

年間約25時間 ‘
0

3教授等の業務を行うぺき場所

千葉大学西千葉キャンパス（千葉市稲毛区弥生町1番33号）

r

教授等の業務の内容4

（1 受業の徒
一一一■■一

科日

合和6年膿

朝間中α）bX劃Iと、廻。

民事実務基佃

8／15単粒

令和6年度

90分授業］

零1皿琢
－－－－

浮鑿時間對 0月～2月

回のうち4厄

日の合苔f4旧洞間中の4週lこ、週西

教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

必要

〔教育方法（ファカルテイ・デベロップメント）研究会（前期・後期各2時間合
計4時間)〕

〔｢民事実務基礎1」担当者会議（1回 2時間程度)〕

〔｢民事実務基礎2」担当者会議（1回 2時間程度)〕

(2）

(3） （1）及び（2）のほか教授会等の業務として特記すべき事項
授業実施前のガイダンス等への出席（およそ1時間）

－5－



(別紙第2）

1 交通費の取扱い

教授等の業務を行うために必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

2研究費の取扱い

派遣裁判官には支給しない。
0

研究室の利用等

派遣裁判官は、派遣先法科大学院における共用の識師控室の利用が可能である。

また、乙において、派遣裁判官が利用できる図書、コピーカード等を滴宜轄備、整備す

3

る。

－6－



裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という． ）及び国立大学法人千葉大学（以下「乙」 とい

う。 ）は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に

関する法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定

等に基づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 とい

う。 ）の教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

（派遣の終了） ‘

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。

－1－



一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における国

立大学法人千葉大学非常勤職員就業規則に定めるところによる。

(出張）

－2－



第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、この派

遣の性質に反しない限りにおいて乙における国立大学法人千葉大学非常勤職員就

&

業規則に定めるところによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。

‐3－



（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）
ﾔ

,第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月13日
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(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

非常勤講師（非常勤教員）

2教授等の業務を行うのに必要な日数又は時間数

年間約10時間
I

3教授等の業務を行うべき場所

千葉大学西千葉キャンパス（千葉市稲毛区弥生町1番33号）

9

4教授等の業務の内容

（1） 授業の担当

合和6年度9月集中

90分授業15回のうち6厄

胡、 9月集中期間に合計3日 （

1円公瑠I羊綜についての5F

教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

必要

〔｢刑事模擬裁判」担当者会議（1回 1時間程度)〕

(2）

(3） （1）及び（2）のほか教授会等の業務として特記すべき事項

特になし

』

－5－



(別紙第2）

1 交通費の取扱い

教授等の業務を行うために必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

2研究費の取扱い

派遣裁判官には支給しない。

、

研究室の利用等

派遣裁判官は、派遣先法科大学院における共用の講師控室の利用が可能である。

また、乙において、派遣裁判官が利用できる図書、コピーカード等を演官轄備する。

3

へ
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裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び国立大学法人大阪大学（以下「乙」 とい

う。 ）は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に

関する法律（平成15年法律第40号。以下「法」どいう。 ）第4条第1項の規定

等に基づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下脈遣先法科大学院」 とい

う。 ）の教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。
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一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合にはく乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか､ ､この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における国

立大学法人大阪大学非常勤職員（短時間教育研究等職員）就業規則に定めるとこ

ろによる。
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（出張）

第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、 この派

遣の性質に反しない限りにおいて乙における国立大学法人大阪大学非常勤職員

（短時間教育研究等職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する規程に定めると

ころによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科犬学院への通勤による災害については､裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条、乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ､派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい
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て報告するもの農とする。

(取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し､変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる｡

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条、この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月G日

－－

|毒雪』 ． 0
1

哉

1

甲最高裁判所
0

事務総長 堀 田 眞

I

乙国立大学法人大阪大学

学 長 西 尾 章治
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(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位
●

特任教授（みなし専任教員）

教授等の業務を行うのに必要な日数又は時間数

4月から翌年3月まで週あたり1日

その他月あたり約8時間

2

3教授等の業務を行うべき場所

大阪大学豊中キャンパス（豊中市待兼山町）

4教授等の業務の内容

（1）授業の担当

（2）教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

必要［教授会（月1回（ただし臨時に開催の場合あり） ・約2時間)］

必要［科目担当者による教員会議（不定期)］

(3） （1）及び（2）のほか教授等の業務として特記すべき事項

シラバス及び教材作成のための会議やファカルテイ・ディベロップメントに参加すると

ともに、学生の指導・相談のためのオフィスアワーを設けてその業務を行う。

－5－

担当科目 模擬裁判（民事）

単位数 2単位（2単位×1クラス）

授業時間等 令和6年度9月～3月（秋～冬学期）

90分授業15回を1クラス

出勤を要する日 上記期間中、週あたり1日 （同一曜日）の計15日

担当科目

単位数

裁判実務基礎（民事）
－－

4単位（2単位×2クラス）

授業時間等 令和6年度4月～9月 （春～夏学期）

90分授業15回を2クラス

出勤を要する日 上記期間中、週あたり1日 （同一曜日）の計15日



(別紙第2）

1 交通費の取扱い

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

p

2研究費の取扱い

派遣裁判官には支給しない。

研究室の利用等

乙は、派遣裁判官に共同（2人’部屋）の研究室（電話、ファクシミリ、パソコンを含

むd)を割り当てる。

また、乙において、派遣裁判官が利用できる図書、コピー等を適宜整備する。

授業等で必要なコピーその他補助的事務は、高等司法研究科教務係が対応する。

TA(テイーチングアシスタント）を授業の補助として利用することができる（要申請)(要申請)。

3
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裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び国立大学法人大阪大学（以下「乙」 とい

う。 -）は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に

関する法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定

等に基づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 とい

う。 ）の教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

(派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

（派遣の終了）

第3条甲はも以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。

－1－



一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに〈乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする6

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における国

立大学法人大阪大学非常勤職員（短時間教育研究等職員）就業規則に定めるとこ

ろによる。
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（出張）

第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については､別紙第1及び別紙第2によるほか、この派

遣の性質に反しない限りにおいて乙における国立大学法人大阪大学非常勤職員

（短時間教育研究等職員）の労働時間、休日及び休暇等に関する規程に定めると

ころによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第10．0号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい
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ノ

て報告するものとする。

（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月(3日
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’乙国立大学法人大阪大学

学 長 西 尾 章治I
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(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

特任教授（非常勤講師）

2教授等の業務を行うのに必要な日数又は時間数

年間約50時間

3教授等の業務を行うべき場所

大阪大学豊中キャンパス（豊中市待兼山町）

4教授等の業務の内容

（1）授業の担当

模擬裁判（刑罰
’

1 20里ｲウ

肯和6年度9月～1月（秋一

90分授業15回のうち9回

記期間中の合計4日 （講義や模擬裁判の準備のた0

段判の実演及び講評のために1日）

（2）教授会Pカリキュラム編成会議等への出席の要否

不要 ［教授会］

必要 ［科目担当者による会議（不定期） ］

(3） （1）及び（2）のほか教授等の業務として特記すべき事項

シラバス及び教材作成のための会議やファカルティ・ディベロップメントに参加すると

ともに、学生の指導・相談のためのオフィスアワーを設けてその業務を行う。

－5－

担当科目

単位数

授業時間等

出勤を要する日

担当科目

単位数

授業時間等

裁判実務基礎（刑事）

1． 14単位

令和6年度4月～5月（春学期）

100分授業14回のうち4回を2クラス

出勤を要する日 上記期間中、週あたり1日 （同一曜日）



(別紙第2）

1 交通費の取扱い

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

2研究費の取扱い

派遣裁判官には支給しない。

研究室の利用等

乙は、派遣裁判官に共用の非常勤講師控え室を整備する。

また､ ･乙において、派遣裁判官が利用できる図書､コピー等を適宜整備する。

授業等で必要なコピーその他補助的事務は、高等司法研究科教務係が対応する。

TA(テイーチングアシスタント）を授業の補助として利用することができる（要申請)。

3
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裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び国立大学法人京都大学（以下「乙」 とい

う。 ）は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に

関する法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定

等に基づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 とい

う。 ）の教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。
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一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし､甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、この限りではない。

Q

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位､勤務日数又は勤務

時間数､‘業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、 この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における国

立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則に定めるところによる。

(出張）
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第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

、

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、 この派

遣の性質に反しない限りにおいて乙における国立大学法人京都大学時間雇用教職

員就業規則に定めるところによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号)の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。

q
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（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。
9

｡(疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、

名押印の上、その1通を保有する。

甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

令和6年3月くう日

甲最高裁判所

事務総長

爾
司
州
罰
一

品
Ｕ
●
守

ｏ
ｏ
ｂ
ｏ
ｕ
、
⑧
年

討
｝
◆
句
も

９
０
４
９
６

申
Ｃ
Ｂ
Ｏ

●

膣

Ｉ
哉
Ｉ

堀 眞田

乙国立大学法人京都大学

学 長 湊 長 1
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(別紙第1）

1． 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

法科大学院特別教授･(みなし専任教員）

勤務日数又は勤務時間数

4月から8月まで

10月から2月まで

その他の期間については

2．
0

卜

以上の期間週あたり2日

月あたり4日

b

教授等の業務を行うべき場所

京都大学吉田キャンパス（京都市左京区吉田本町）

3

4． 教授等の業務の内容

．(1)授業の担当

0

、

(2)教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

必要〔法曹養成専攻会議（月1回程度・約3時間30分） 〕

〔教員懇談会(FD会議) (年2回程度) ]

－5－

担当科目 民事訴訟実務の基礎

単位数 2単位

授業時間等

出勤を要する日

令和6年度 4月～8月

90分授業15回
一ー一一 －-一一= 一一｡ 一一ユーー－－－－－ 圭一－ 一＋ －－一一一一■ －= 一 =

ず

上記期間中、週あたり1日 （同一曜日同一時間）

担当科目 民事裁判演習

単位数 2単位

授業時間等 令和6年度 10月～2月

90分授業15回

出勤を要する日 上記期間中、週あたり1日 （同一曜日同一時間）

担当科目 民事模擬裁判

単位数 2単位

授業時間等 令和6年度 10月～2月

90分授業15回

上記期間中、週あたり1日 （同一曜日同一時間）



(3)) (1)及び(2)のほか教授等の業務として特記すべき事項

複数教員が担当する科目については、授業の前後において、授業の進捗状況

などに関して打合せを行う必要があるほか、授業運営，教材、シラバス、試験

方法、試験問題、採点方法などに関する検討を行うための会合をもつ必要があ

る。

筆記試験を実施する場合には、試験監督及び答案の採点を行う必要がある。
0

シラバスや教材の作成を行う必要がある。

印刷物やホームページに授業紹介や自己紹介などを行う必要がある。，

オフイスアワー（授業後2時間程度）を設ける必要ヌ

認証評価等の実施に必要な作業等を行う必要がある。

を設ける必要がある。

8

ﾛ
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(別紙第2）

1 交通費の取扱い

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

2研究費の取扱い

派遣裁判官には支給しない。

0

9

研究室の利用等

乙は、派遣裁判官に共同利用形態の研究室（電話等を含む）を整備する。

また、乙において、派遣裁判官が利用できる図書、コピーカード等を適等を適宜

3

整備

する。

0

■
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裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び国立大学法人京都大学（以下「乙」 とい

う。 ）は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に

関する法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定

等に基づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 とい

う。 ）の教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

p

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、 この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

(派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。
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一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは､乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

8

は、この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、 ､この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における国

立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則に定めるところによる。

(出張）
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第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合にはく事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

8

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は､派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、 この派

遣の性質に反しない限りにおいて乙における国立大学法人京都大学時間雇用教職

員就業規則に定めるところによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第1‘00号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。

0
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（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

日

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

、 と乙とが協議して定めるものとする。

（その他） ’

第12条この取決めを証するため､‘甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月侈日

霧舜霧雪辮測.‐
哉
’1“

i(1' &w''､i(い “4撰
〆や ．.『鯉

甲最高裁判所

事務総長 堀 眞田

b

乙国立大学法人京都大学

学 長 湊 長 1
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(別紙第1）

1． 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位
け

法科大学院特別教授（非常勤教員）

0

2． 勤務日数又は勤務時間数

10月から2月まで週あたり1日
『

3． 教授等の業務を行うべき場所

京都大学吉田キャンパス（京都市左京区吉田本町）

4． 教授等の業務の内容

（1）授業の担当

(2)教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

不要

(3) (1)及び(2)のほか教授等の業務として特記すべき事項

筆記試験を実施する場合には、試験監督及び答案の採点を行う必要がある。

シラバスや教材の作成を行う必要がある。

印刷物やホームページに授業紹介や自己紹介などを行う必要がある。

オフィスアワー（授業後2時間程度）を設ける必要がある。

認証評価等の実施に必要な作業等を行う必要がある。

8

－5－

担当科目 医療訴訟の現状と課題

単位数

授業時間等

2単位
一ー－－－＝一 一 一 一一－－一一一

令和6年度 10月～2月

90分授業15回

出勤を要する日 上記期間中、週あたり1日 （同一曜日同一時間）



(別紙第2）

1 交通費の取扱い

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

0

2研究費の取扱い

派遣裁判官には支給しない。6

研究室の利用等

乙は、派遣裁判官に共同利用形態の研究室（電話等を含む）を整備する。

また、乙において、派遣裁判官が利用できる図書、コピーカード等を適宜整備

3

する。

､

0

、
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裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び国立大学法人京都大学（以下「乙」 とい

う。 ）は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に

関する法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定

等に基づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 とい

う。 ）の教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

、

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

,6 )を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）はく令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。

-皇 1－



一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には､甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし､教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない． ◎

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における国

立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則に定めるところによる。

(出張）

－2－



第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

■

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする6

2前項に定めるほか､派遣裁判官の派遣期間における勤務時間､休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、 この派

遣の性質に反しない限りにおいて乙における国立大学法人京都大学時間雇用教職

員就業規則に定めるところによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告)

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。

8
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（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。
ロ

ロ

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

(その他）

第12条この取決めを証するため、

名押印の上、その1通を保有する。

甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

令和6年3月(3日

甲最高裁判所

事務総長

｜
j

架|､
勵噛 ‘

|(､ ‘
■

劇,.

，.， そ: I 1n
0句 P

．I

堀 眞田

１

乙国立大学法人京都大学

学 長 湊 長
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(別紙第1）

1． 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

法科大学院特別教授（みなし専任教員）

勤務日数又は勤務時間数

4月から8月まで

10月から2月まで

その他の期間については

2．

以上の期間週あたり2日

月あたり4日

3． 教授等の業務を行うべき場所

京都大学吉田キャンパス（京都市左京区吉田本町）

4． 教授等の業務の内容

（1）授業の担当

9

(2)教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

必要〔法曹養成専攻会議（月1回程度・約3時間30分） 〕

〔教員懇談会(FD会議) (年2回程度) ]

－5－

担当科目 刑事訴訟実務の基礎

単位数 2単位 0

授業時間等 令和6年度 10月～2月

90分授業15回

出勤を要する日 上記期間中、週あたり1日 （同一曜日同一時間）

担当科目 刑事裁判演習

単位数 2単位

授業時間等 令和6年度 4月～8月

90分授業15回

出勤を要する日 上記期間中、週あたり1日 （同一曜日同一時間）

担当科目 刑事模擬裁判

単位数 2単位

授業時間等 令和6年度 10月～2月

90分授業15回

出勤を要する日 上記期間中、週あたり1日 （同一曜日同一時間）



(3) (1)及び(2)のほか教授等の業務として特記すべき事項

複数教員が担当する科目については、授業の前後において、授業の進捗状況

などに関して打合せを行う必要があるほか、授業運営、教材、シラバス、試験

方法、試験問題、採点方法などに関する検討を行うための会合をもつ必要があ

る。

筆記試験を実施する場合には、試験監督及び答案の採点を行う必要がある。

シラバスや教材の作成を行う必要がある。
、

印刷物やホームページに授業紹介や自己紹介などを行う必要がある。

オフィスアワー（授業後2時間程度）を設ける必要j

認証評価等の実施に必要な作業等を行う必要がある。

を設ける必要がある。

0

9
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(別紙第2）

1 交通費の取扱い

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

2 ，研究費の取扱い

派遣裁判官には支給しない。

研究室の利用等

乙は、派遣裁判官に共同利用形態の研究室（電話等を含む）を整備す

また、乙において、派遣裁判官が利用できる図書、 コピーカード等を

を整備する

3

。

適官轄備

する。

0

■

1

－7－



裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び国立大学法人神戸大学（以下「乙」 とい

う。 ）は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に

関する法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定

等に基づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 とい

う。 ）の教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

p

、

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。、

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。

－1－



一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

0

9

は、この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行う･べき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における国

立大学法人神戸大学非常勤職員就業規則に定めるところによる。

(出張）

－2－



第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務にかかる報酬その

他一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、この派

遣の性質に反しない限りにおいて乙における国立大学法人神戸大学非常勤職員の

労働時間、休日、休暇等に関する規程に定めるところによる。

、

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。

ﾛ

－3－



（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

U

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月唱日

最高裁判所

事務総長

甲

一一一レーテー◆ ●－

堀 眞田

国立大学法人神戸大学

学 長 藤 、澤

乙

正
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(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

法曹実務教授（みなし専任教員）

勤務日数又は勤務時間数

4月から8月まで週あたり1日

9月から2月まで週あたり1日

3月 1日

2

■

8

3教授等の業務を行うべき場所

神戸大学六甲台キャンパス（神戸市灘区六甲台町2番1号）

4教授等の業務の内容

（1） 授業の担当
－－一もー－一一マー一一一 ロー一

担当科目ロー|鷲演習民事裁判実務単位数

授業時間等 I令和6年度4月～8月

’ 100分授業14回を2クラス（同一内容の授業を実施）
1 その他小テスト，回､期末試験,回を2クラス

出勤を要する日 ｜上記期間中、週あたり’日 （同一曜日）の計16日

I
－－－ -- -- . 1.---一-- -1

鞁
吐
識

６
０
｜
地

和
１
卓

《
ロ
ゞ
卜

末試験1回スト1回、期
一 ← ■ ョ■→一一ニマーT 卓一一■＝一

日）の計16

4I可そ0

日
L－． － ＝ ． ＝－ ．－．全.． ” ． － ‘一 一．

(2) 教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

必要［実務法律専攻会議（原則月1回（8月を除く。 9月及び3月を除いて

は勤務日に実施） ・約1時間30分） ］8

ﾛ

(3) (1)及び(2)のほか教授等の業務として特記すべき事項

・担当授業科目に関する試験の実施及び監督

・オフィスアワーを設置するなどして行う学生への個別指導

・実務法律専攻会議の前後に開催される法科大学院の運営、教育に関する各種

会合への出席

－5－



(別紙第2）

1 交通費の取扱い

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

2研究費の取扱い

派遣裁判官には支給しない。 b

ロ

3研究室の利用等

派遣裁判官は、派遣先法科大学院において実務家教員が共同利用する研究室の

利用が可能である。

また、乙において、派遣裁判官が利用できる図書、 コピーカードを適官轄備す派遣裁判官が利用できる図書、 ピーカードを滴信宜整備す

る。

、

0

p
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裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び国立大学法人神戸大学（以下「乙」 とい

う。 ）は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に

関する法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定

等に基づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 とい

う。 ）の教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3 前項の契約においては、この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

0

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。
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一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする｡

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における国

立大学法人神戸大学非常勤職員就業規則に定めるところによる。

0

(出張）
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第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前
●

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務にかかる報酬その

他一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、この派

遣の性質に反しない限りにおいて乙における国立大学法人神戸大学非常勤職員の

労働時間休日、休暇等に関する規程に定めるところによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため､派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。

0
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（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）
ダ

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月(3日

c－－

調臓詫
「ぬ

い

い

酌

・P！ イ。
、
0

甲最高裁判所

事務総長

I

ｰ

県 哉堀 田

!“ ・’

0

Ｉ

乙国立大学法人神戸大学

学 長 藤 澤 正

L
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(別紙第1）

1派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

非常勤講師（非常勤教員）

2勤務日数又は勤務時間数

年間約30時間（週あたり2時間）

3教授等の業務を行うべき場所

神戸大学六甲台キャンパス（神戸市灘区六甲台町2番1号）

4教授等の業務の内容

(1) 授業の担当

二コ
－－－－－■一－－－－一一一一

肯和6年度

後期 9月～2児

100令将拳14回 その他小テスト1回、期末試験1回

(同一曜日）の計16日日

(2) 教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

不要

(3) (1)及び(2)のほか教授等の業務として特記すべき事項

特になし
●
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(別紙第2）

1 交通費の取扱い

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

2研究費の取扱い

派遣裁判官には支給しない。

0

研究室の利用等

乙は派遣裁判官に非常勤講師が共同利用する研究室を割り当てる。

また、乙において、派遣裁判官が利用できる図書、コピーカードを

3

適宜整備す

る。

、
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裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び国立大学法人東海国立大学機構（以下

「乙」 という。 ）は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務

員の派遣に関する法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第

1項の規定等に基づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学

院」 という。 ）の教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、 この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

(派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。
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一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、 この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における東

海国立大学機構職員就業規則に定めるところによる。
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（出張）

第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、この派

遣の性質に反しない限りにおいて乙における東海国立大学機構職員就業規則及び

東海国立大学機構短時間勤務正職員の勤務時間、休暇等に関する規程に定めると

~ころによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい
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て報告するものとする。

（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月(3日

司
り
司

夕

母
Ｇ

Ｃ

ｑ

鐸

ト
ー
‐
卜
哉
ｉ
険

甲最高裁判所

事務総長 眞堀 田

乙国立大学法人東海国立大学機構

機構長 松 尾 清
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(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

教授（みなし専任教員）

教授等の業務を行うのに必要な日数又は時間数

授業の担当： 4月から9月までの期間において8日間

10月から3月の期間において16日間

教授会・会議等：4月1日から3月31日までの期間において月あたり1日程

度

教授等の業務を行うべき場所

名古屋大学東山キャンパス（名古屋市千種区不老町）

2

3

4教授等の業務の内容

（1）授業の担当 一

美事実務一＝F・

合禾ロ6年氏

超閤にロ 計宙羅

－－－－－－－－－1-－－－－－‐ －－ ‐_‐ －－ ’

担当科目

単位数
一e一一一 一

授業時間等 90分授業16E

胡前半週1回に捜

洞6年度

犀学期前半

旧期間中、
鯛前半の徳

’
ﾑ --

'出勤を要する 1日として、

周の計16E| _－－

(2)教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

国
＊教授会及び専攻会議については、本人の申し出により出席する権利を放棄
することができる。

(出席が必要な会議）
一一一一

這鵡篭蘂雪空雪
｜ 時間帯一I

”~~一~－－司
）

1
会議 教授会

月1厄

13：00′

(3) (1)及び(2)のほか教授等の業務として特記すべき事項

授業準備、他の担当教員との授業の打合せ及び学生の質問等への対応を行う。
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(別紙第2）

1 交通費の取扱い

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

2研究費の取扱い

派遣裁判官には支給しない。

研究室の利用等

乙は、派遣裁判官に専用の研究室を割り当てる。

また、乙において、派遣裁判官が利用できる図書、

3

等を滴官轄コピーカード等を

備する。
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裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び国立大学法人東海国立大学機構（以下

「乙」 という。 ）は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務

員の派遣に関する法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第

1項の規定等に基づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学

院」 という。 ）の教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。
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一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき､甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、 この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における東

海国立大学機構職員就業規則に定めるところによる。
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(出張）

第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、この派

遣の性質に反しない限りにおいて乙における東海国立大学機構職員就業規則及び

東海国立大学機構短時間勤務正職員の勤務時間、休暇等に関する規程に定めると

ころによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、 甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

－3－



て報告するものとする。

（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月(3日

1

’甲最高裁判所

事務総長 哉眞堀 田
一
一

乙国立大学法人東海国立大学機構

機構長 松 尾 清 一

－4－



(別紙第1）

Q

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

非常勤教員 ＄

2教授等の業務を行うのに必要な日数又は時間数
0

年間約35時間

3教授等の業務を行うべき場所

名古屋大学東山キャンパス（名古屋市千種区不老町）

4教授等の業務の内容
や

，(1)授業の担当

！

(2)教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

不要 ．

(3) (1)及び(2)のほか教授等の業務として特記すべき事項

授業準備、他の担当教員との授業の打合せ及び学生の他の担当教員との授業の打合せ及び学生の質問等への対応を行う。

－5－

担当科目 刑事実務基礎
C G O

単位数 36／16単位

授業時間等

一

C

O 令和6年度 4月～9月

①通常授業として､ 90分授業5回を2クラス

(同一内容の授業を同一･日に実施）

9 6

②夏期集中講義。模擬裁判指導として、 90分授業8回

(実演等への立ち会い（6回）及び講評（2回） ）

出勤を要する

日

上記期間中、通常授業5日 （この科目は春学期前半に毎週

2回（各別の曜日に）講義がある関係で、場合によっては

出校日が週2日となる可能性及び出校曜日が2曜日になる

可能性あり）及び夏期集中授業2日



(別紙第2）

1 交通費の取扱い

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

2研究費の取扱い

派遣裁判官には支給しない。

3研究室の利用等

派遣裁判官は、派遣先法科大学院における共用の非常勤講師控室の利用が可

能である6

コピーカード等を適官整備する。乙において、派遣裁判官が利用できる図書、

－6－



裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び国立大学法人金沢大学（以下「乙」 とい

う。 ）は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に

関する法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定

等に基づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 とい

う。 ）の教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

ノ

(派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第’で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、 この取決めに反する内容を定めることはできない。

(派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

(派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派
Q

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。

-l-



一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2 派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3 前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、 この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、乙における国立大学法人金沢大学教育教員（委嘱）等

の委託に関する規程に定めるところによる。

－2－



（出張）

第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2に定めるところによ

る。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

(昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

(派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、 甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。

－3‐



（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月(31ヨ

甲最高裁判所

事務総長

一一一号－

｜夢謨吋冒I
リ 6． ロ、 －

9

哉
l

I

I
i

1

堀 眞田

乙国立大学法人金沢大学

学 長 和 隆田

’
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(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

教育教員（委嘱） 【非常勤教員】

2勤務日数又は勤務時間数

年間10時間

3教授等の業務を行うべき場所

金沢大学角間キャンパス（金沢市角間町）

4教授等の業務の内容

（1）授業の担当
一一一 ﾛ ､ ~~ 一 -- , - ﾏﾛｰｰｰﾛｰ 1-－二 一一一 F一 ・ 一一一一一一一ﾏ … － －－－－－－－ － ､－－ ロローーューー----- - p

－－1

1 －1
’担当科目

'一一
｜単位数

罎棄蒔闇雲

←-r－－ ，

90分授業 5回
甲 一 一一

上記担当授業のある期間中5週に、週あたり1

曜日）の計5日間

,出勤を要す
’

る日 日 （同

I－

（2）教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

不要

(3） （1）及び（2）のほか教授等の業務として特記すべき事項

なし

－5－



(別紙第2）

1 交通費の取扱い

教授等の業務を行うために必要と認められる範囲内で、乙が実費を支給する。

2研究費の取扱い

派遣裁判官には支給しない。

3研究室の利用等

派遣裁判官は、派遣先法科大学院における共用の講師控室の利用が可能である。

また、乙において、派遣裁半ll官が利用できる図書、 コピー:カード等を適宜整備

する。

4教授等の業務を遂行できない事態が発生した場合の取扱い

派遣裁判官が、その都合等により教授等の業務を遂行できない事態が発生した

場合は、後日、派遣裁判官及び乙が合意して定める日に当該業務を遂行する。

-6－



皇

裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び国立大学法人広島大学（以下「乙」 とい

う。 ）は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に

関する法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定

等に基づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 とい

う。 ）の教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず､派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。

－1－
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一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における広

島大学非常勤職員就業規則に定めるところによる。

(出張）

－2－



第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については､'別紙第1及び別紙第2によるほか、この派

遣の性質に反しない限りにおいて乙における広島大学非常勤職員就業規則に定め

るところによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第1.00号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は､甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。

－3－



（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には､相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたとき.は、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第X2条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月(う日

甲最高裁判所

事務総長
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乙国立大学法人広島大学

学 長 越 智 光
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L

け

(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

客員教授(非常勤教員）

2教授等の業務を行うのに必要な日数又は時間数

4月から8月まで週あたり2時間程度（計20時間）

9月またはlO月（予定) (FDへの出席) 1回3時間程度

その他授業時間1回が令和5年度より従来の100分から90分に変更するこ

とに伴う対応 （計7時間）

合計年間約30時間

上記以外に、派遣裁判官により、当該講義のうち法科大学院教員担当分の見学

を行う場合あり。

4月から8月まで週あたり2時間程度、約4回、計8時間程度

3教授等の業務を行うべき場所

広島大学東千田キャンパス（広島市中区東千田町一丁目1番89号）

4教授等の業務の内容

（1）授業の担当

(2) 教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

必要

［出席が可能な会議：教育内容・方法等に関する研修会(FD)

（9月または10月（予定） 1回）4時間程度］

－5－

担当科目 刑事訴訟実務基礎

単位数 20／15単位

授業時間等

(試験を含む）

令和6年度 4月第1週～8月第4週

90分授業10回を1クラス

出勤を要する日 上記期間中、 10週につき週あたり1日の計10日



(3) (1)及び(2).のほか教授等の業務として特記すべき事項
摸

(1)の業務には、授業実施の外に「授業の準備」 、 ｢学生の質問等への対応』

を含む。

イ

■

1

ｰ●

1

＄

1

●

'
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(別紙第2）

交通費の取扱い
1

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

1

研究費（図書費）の取扱い

派遣裁判官には支給しない。

2●

研究室の利用等

派遣裁判官は、派遣先法科大学院における共用の教員控室の利用が可能であ
る。

広島大学図書館の利用が可能である（写真付きの広島大学職員証発行手続き

が必要） 。

乙において、派遣裁判官が利用できる図書、 コピーカード等を滴官聴備す派遣裁判官が利用できる図書、 コピーカード等を適宜整備す

3

る。

､

その他特記すべき事項

なし

4

■

－7－



裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び国立大学法人岡山大学（以下「乙」 とい

う。 ）は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に

関する法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定

等に基づき裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 とい

う。 ）の教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとするも

－1－



一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか､ この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における国

立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則に定めるところによる。

(出張）

－2－



第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、この派

遣の性質に反しない限りにおいて乙における国立大学法人岡山大学非常勤職員就

業規則に定めるところによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ､法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。

－3－



（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合にば、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

イ

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月(3日

皿
一
前
面
》
’
１
１
１
０
１
１
，
１
Ⅵ

甲最高裁判所

事務総長 眞堀 田

』

乙国立大学法人岡山大学

学 長 那 須 保
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一

(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

非常勤講師（非常勤教員）

2勤務日数又は勤務時間数

年間15時間

3教授等の業務を行うべき場所

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区津島中三丁目1番1号）

4教授等の業務の内容

（1）授業の担当

一一

’

一二▲ニユュー』一一■■画一－■一一一

月

ち6回を1クラス

令和6年度 10月戸

90分授業15回0

ヨ ーヒ記期間中凋あたりゼ (同一曜日）の合計6日

(2)教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

必要

（出席が必要な会議）

岡山大学大学院法務研究科の教育に関するシンポジウム（毎年1回開催予定、

2～3時間程度）

(3) (1)及び(2)のほか教授等の業務として特記すべき事項

ア (1)の業務には、授業のほか、授業の準備及び学生の質問等への対応を含

む。

イ科目毎の教育内容・方法検討会（刑事法）や判例等の研究会に場合により

参加する。
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(別紙第2）

1 交通費の取扱い

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。
●

2研究費の取扱い

派遣裁判官には支給しない。

3研究室の利用等

派遣裁判官は、派遣先法科大学院における共用のヲ

である。

また、乙において、派遣裁判官が利用できる図書、

派遣先法科大学院における共用の非常勤講師控室の利用が可能

コピーカード等を適宜整備

する。
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裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び国立大学法人九州大学（以下「乙」 とい

う。 ）は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に

関する法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定

等に基づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 とい

う。 ）の教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。

－1－



一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き､第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、 この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における国

立大学法人九州大学就業通則に定めるところによる。

(出張）
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第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。 ‘

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、この派

遣の性質に反しない限りにおいて乙における国立大学法人九州大学就業通則に定

めるところによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。
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（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

』

令和6年3月(3日

一

一
担
酔
毎
℃
』
詑
、
日
一
》
癖
『
一
一

應
識
瞳
』

甲最高裁判所

事務総長 堀 田 眞

’
乙国立大学法人九州大学

学 長 石 橋 達

■
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(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位
法科大学院教授（みなし専任教員）

勤務日数又は勤務時間数
(1)授業等：4月から3月まで合計26日 （週あたり1日模擬裁判は特定の7

日間）

(2)会議等：4月から3月まで月あたり2時間程度

2

3教授等の業務を行うべき場所
九州大学法科大学院（福岡市中央区六本松4丁目2番1号六本松421）

4教授等の業務の内容
(1)授業の担当

(2) 教授会等への出席の要否
必要［法務学府教授会（月1回・約2時間） ］
（8月は不実施、 9月・3月は2回実施） （

(3) (1)及び(2)のほか教授等の業務として特記すべき事項

学生の質問・相談に応じるオフィス・アワー（授業期間中、週に1コマ＝9
0分）の業務を行う必要がある（通常は授業後の時間帯に設定される。予約制
の場合、予約がなければ実施されない回が生じうる） 。
学期ごとに、定期試験の問題作成・試験監督等の業務を行う必要がある。
以上のほか、授業担当者間の打ち合わせが実施される場合がある。

－5－

担当科目 民事裁判実務

単位数 4単位

授業時間等 令和6年度9月～2月

90分授業15回を2クラス（同一内容の授業を実施）
出勤を要する日 上記期間中、週あたり1日 （同一曜日）の計15日

担当科目 法曹倫理
単位数 8／15単位

令和6年度4月～8月
90分授業4回

上記期間中、週あたり1日 （同一曜日）の計4日

担当科目 模擬裁判

単位数 14／15単位
授業時間等

出勤を要する日

令和6年度前期学期中に90分授業を7回
上記期間中、特定の7日間

一－一一■－－－－－＝－－－



(別紙第2）

交通費の取扱い
教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

1

研究費の取扱い

派遣裁判官には支給しない。

2

勺

研究室の利用等
乙は、派遣裁判官に共同利用形態の研究室を整備する。
また、乙において、派遣裁判官が利用できる図書等を適宜整備する。

3

､

一

－6－



裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び国立大学法人九州大学（以下「乙｣ とい

う。 ）は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に

関する法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定

等に基づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 とい

う。 ）の教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する｡

3前項の契約においては、この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

(派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派
b

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。

－1－



一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は､乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は､更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、 この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は､別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し§法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における国

立大学法人九州大学就業通則に定めるところによる。

(出張）

－2－



第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、この派

遣の性質に反しない限りにおいて乙における国立大学法人九州大学就業通則に定

めるところによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。

－3－



（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月B日
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甲最高裁判所

事務総長 堀 田 眞

、

乙国立大学法人九州大学

学 長 石 橋 達 償
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(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位
非常勤講師（非常勤教員）

勤務日数又は勤務時間数
10月から2月まで週あたり6時間程度

年間約45時間

2

3教授等の業務を行うべき場所 ､ ・
九州大学法科大学院（福岡市中央区六本松4丁目2番1号六本松421）

4教授等の業務の内容

（1）授業の担当

(2) 教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否
不要

(3) (1)及び(2)のほか教授等の業務として特記すべき事項

授業期間終了後にく定期試験の問題作成・試験監督等の業務を行う必要が虚
る。

教育内容・方法についての教員間の協議等個別的な打合せやブァカルティ・
ディベロップメントに伴う会議等に出席する。

定期試験の問題作成・試験監督等の業務を行う必要があ

－5－

担当科目 刑事訴訟実務

単位数 32／15単位
授業時間等 令和6年度 10月～2月

90分授業8回を2クラス（同一内容の授業を実施）

出勤を要する日 上記期間中、 8週に週あたり1日 （同一曜日）の計8日



(別紙第2）

1交通費の取扱い ■ q

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

2研究費の取扱い
‘派遣裁判官には支給しない。

3研究室の利用等 、

乙は､派遣裁判官に共同利用形態の研究室を整備する。

？

●

ノ

ノ

I

｡
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裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び国立大学法人琉球大学（以下「乙」 とい

う。 ）は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に

関する法律（平成15年法律第40号｡以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定

等に基づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 とい

う。 ）の教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3 前項の契約においては、この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。

－1－



一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし､教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における国

立大学法人琉球大学非常勤職員就業規則に定めるところによる。

(出張）

－2－



第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、この派

遣の性質に反しない限りにおいて乙における国立大学法人琉球大学非常勤職員就

業規則に定めるところによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる｡

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない｡

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。
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（取決めの変更）

第10条′甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月13日

甲最高裁判所

事務総長 眞堀 田

乙国立大学法人琉球大学

学 長 西 田
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(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

非常勤講師（非常勤教員）

2教授等の業務を行うのに必要な日数又は時間数

年間24．5時間

3教授等の業務を行うべき場所

琉球大学千原キャンパス（沖縄県中頭郡西原町字千原1番地）

4教授等の業務の内容

（1）授業の担当

’ ’一 一一 一一一一一一一一
一一一－一壱F一■ －－ －

（2）教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

不要

(3） （1）及び（2）のほか教授等の業務として特記すべき事項

授業の他、教材の作成、弁護士等他の教員との打合せ及び学生の質問に

答えるなどの付随業務（目安として1講義あたり約2時間）がある。

－5－

担当科目 民事模擬裁判

単位 1単位

授業時間等 令和6年度9月第3週～ 1月第5週

100分授業7回を1クラス



(別紙第2）

1 交通費の取扱い

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。
ｰ

2研究費の取扱い

派遣裁判官には研究費を支給しない。

3研究室の利用等

非常勤講師控室に数名分の机・椅子及びパーソナルコンピューター等を準備し、

出勤日には講義準備等の業務が行えるように配慮する。

乙において、派遣裁判官が禾U用できるコピーカード等を適宜準等 備する。

その他特記すべき事項4

特になし
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裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び国立大学法人東北大学（以下「乙」 とい

う。 ）は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に

関する法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定

等に基づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」とい

う。 ）の教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

●

ロ

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。

－1－



一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官力派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における国

立大学法人東北大学時間雇用職員就業規則に定めるところによる。

(出張）

－2－



第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

、

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、この派

遣の性質に反しない限りにおいて乙における国立大学法人東北大学准職員等の労

働時間及び休暇等に関する規程に定めるところによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。

Q

、
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（取決めの変更〉

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するも．のとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）
■

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月(3日

甲最高裁判所

事務総長 堀 田 眞

乙国立大学法人東北大学

学 長 大 野 英
８

１

《

〃
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(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

教授（みなし専任教員）

2教授等の業務を行うのに必要な日数又は時間数

年間34日 （前期： 1 ．5日・後期： 19日）及び年間約113時間

、

3教授等の業務を行うべき場所

東北大学片平キャンパス（仙台市青葉区片平二丁目1番1号）及び川内キャン

パス（仙台市青葉区川内27番地1号）

4教授等の業務の内容

（1） 授業の担当

’

合和6年度10月

90分将業4回

I■ ■■ J雷H） ひ〕言十4F

■

－5－

民事要件事実基礎

2単位
一一一一昼一-一一一一一一一一 －－－－■＝－－－－－＝b一一一一一一一一＝■壱 ユ ーーーーー－＝－－－－－－－一－

令和6年度4月第2週～8月第2週

90分授業15回を1クラス

出勤を要する日 上記期間中、 15週に週あたり1日の計15日



(2) 教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

必要

法科大学院運営委員会（月1回・約1時間30分）

法科大学院教員懇談会（年に若干回・約1時間）

非常設の指定委員会への出席

（年に若干回・約1時間。例、法科大学院実務家教員選考委員会など）
5

(1)及び(2)のほか教授等の業務として特記すべき事項

必要

担当授業科目に関する共同担当教員との打合せ（年に若干回

担当授業に関する準備（各回・約1時間）

オフィス・アワー（学生との面談。月に2回・ 1時間30分）

(年に若干回

(3)

・約1時間）

定期試験監督業務

（民事要件事実基礎、前期1回・2時間

民事・行政裁判演習、後期1回・2時間）

定期試験採点業務

（民事要件事実基礎、前期・約16時間

民事・行政裁判演習、後期・約16時間）

●

p

－6－



(別紙第2）

1 交通費の取扱い

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

2研究費の取扱い

派遣裁判官には支給しない。

8

白

3研究室の利用

乙は、派遣裁判官に専用の研究室（電話、コンピュータを含む。 ）を割り当て

る。

さらに、派遣裁判官は、派遣先法科大学院における共用の講師控室の利用が可

能である。

また、乙において、派遣裁判官が利用できる図書、コピーカード等を適宜整備

する。

4職員の研修及び福利厚生用としての施設

(1)片平北門会館エスパス及びセリシィール（仙台市青葉区片平2－1-1)

（2）片平さくらホール（仙台市青葉区片平2－1－1）

（3）片平会館（仙台市青葉区片平2－1－1）

口

－7－



裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所.(以下「甲」 という。 ）及び国立大学法人東北大学（以下「乙」 とい

う。 ）は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に

関する法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定

等に基づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 とい

、

う。 ）の教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。
0

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。

－1－



一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、
4

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における国

立大学法人東北大学時間雇用職員就業規則に定めるところによる。

(出張）

2－



第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

、

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、この派

遣の性質に反しない限りにおいて乙における国立大学法人東北大学准職員等の労

働時間及び休暇等に関する規程に定めるところによる。

0

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。

8

0

-－3－



（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果､~取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月(3日

娠
縢
・
唯
哉 " :蕾｜

歩。 h
ひ

．_,．､:雄：

毒織

甲最高裁判所

事務総長 堀 田 眞

、

乙国立大学法人東北大学

学 長 大 野 英
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(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

非常勤講師（非常勤教員）

2教授等の業務を行うのに必要な日数又は時間数

年間約35時間

0

●

3教授等の業務を行うべき場所

東北大学片平キャンパス（仙台市青葉区片平2－1－1）

4教授等の業務の内容

（1）授業の担当

幸一子一士舎一 一一一＝一ー圭一一一＝一一一

’

(2)教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

不要

(3) (1)及び(2)のほか教授等の業務として特記すべき事項

特になし

－5－

担当科目

単位数

授業時間等

2単位
－一口一一 ■＝ニヂーュ ■一＝■▲－一一一一一一一上一一一一一

令和6年度 10月第1週～2月第2週

90分授業8回を2クラス

(同一内容の授業を2クラス実施）

－一一－－－－

出勤を要する日 上記期間中、 8週につき週あたり1日 （同一曜日）



(別紙第2）

1交通費の取扱い

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。
■

●

2研究費の取扱い

派遣裁判官には支給しない。

3研究室の利用

派遣裁判官は、派遣先法科大学院における共用の講師控室の利用が可能である。

また、乙において、派遣裁判官が利用できる図書、コピーカード等を適宜整備

する。

鬼

4職員の研修及び福利厚生用としての施設

（1）片平北門会館エスパス及びセリシィール（仙台市青葉区片平2－1－1）

（2）片平さくらホール（仙台市青葉区片平2－1－1）

（3）片平会館（仙台市青葉区片平2－1－1）

骨
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裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び国立大学法人北海道大学（以下「乙」 と

いう。 ）は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣

に関する法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規

定等に基づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下-｢派遣先法科大学院」 とい

う。 ）の教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

→

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、 この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

(派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする｡

-1-



一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする｡

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における国

立大学法人北海道大学特任教員就業規則に定めるところによる。

(出張）
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第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、この派

遣の性質に反しない限りにおいて乙における国立大学法人北海道大学特任教員就

業規則に定めるところによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる｡

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、 甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。
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（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月(3日

ノ

甲最高裁判所

事務総長 堀 田 眞

乙国立大学法人北海道大学

学 長 寳 金 清 ポ
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(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

特任教授（みなし専任教員）

勤務日数又は勤務時間数

4月から9月まで週2日

10月から3月まで月1回(1回3時間程度）

2

3教授等の業務を行うべき場所

北海道大学札幌キャンパス（札幌市北区北9条西7丁目）

4教授等の業務の内容

(1) 授業の担当

担当科目

単位数

授業時間等

民事実務演習A

6単位

令和6年度4月第1週～9月第4週

90分授業15回を3クラス（同一内容の授業を実施）

…=…|鰯雲鰯辮纈駕臺蹴?
2日 （それ

日

(2) 教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

必要［法科大学院教員会議（原則月1回･約1時間30分） ］

［法学研究科教授会（原則月1回・約2時間）への出席は不要（ただし、

オブザーバー出席は可） ］

(3) (1)及び(2)のほか教授等の業務として特記すべき事項

担当科目の試験の出題、採点を行う。

教材（レジュメ）等の作成を行う。

ファカルテイ・ディベロップメントに参加する。
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）

(別紙第2）
〆

『

ノ

交通費の取扱い

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

1

研究費の取扱い

派遣裁判官には支給しない。 ・

研究室の利用等

乙は、派遣裁判官に専用の研究室（電話､パソコンを含む。 ）を用意する。

2a

●

3

また、乙において、派遣裁判官が利用できる図書等を適宜整備する。
、

ノ

（

。

Ｉ

（
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裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び国立大学法人北海道大学（以下「乙」 と

いう。 ）は、法科大学院への裁半ll官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣

に関する法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規

定等に基づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 とい

う。 ）の教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

(派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、 この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」という。）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。
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一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における国

立大学法人北海道大学短時間勤務職員就業規則に定めるところによる。

(出張）
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第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、 この派

遣の性質に反しない限りにおいて乙における国立大学法人北海道大学短時間勤務

職員就業規則に定めるところによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。
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（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。 ．

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月(3日

甲最高裁判所

事務総長 堀 田 眞

ー 一

乙国立大学法人北海道大学

学 長 寳 金 清

Ｉ
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(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

非常勤講師（非常勤教員）

2勤務日数又は勤務時間数

年間約40時間

3教授等の業務を行うべき場所

北海道大学札幌キャンパス（札幌市北区北9条西7丁目）

4教授等の業務の内容

(1)授業の担当

担当科目 刑事手続実務A、刑事手続実務B、刑事裁判

※上記3科目はく実務家教員3名（裁判官・

士）による分担・オムニバスで開講
信一 L－－ L一 一一一

単位数

授業時間等

2単位（相当）

令和6年度 10月第1週（または9月第4

．5週

90分授業15回
－－=＝ ~■一一■寺一一､＝一一合一

上記の期間中、連続する15週につき週あた

計15日、模擬裁判1日及び試験のための1

出勤を要する日

(2) 教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

不要

(3) (1)及び(2)のほか教授等の業務として特記すべき事項

担当科目の試験の出題、採点を行う。

教材（レジュメ）等の作成を行う。

ファカルティ・ディベロップメントに参加する。

の
●
●
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I

(別紙第2）

交通費の取扱い・

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

1

1

｡

2研究費の取扱い

派遣裁判官には支給しない。

3研究室の利用等

＝ 派遣裁判官は､､乙におけるほかの非常勤講師と共用の講師控室の利用が可能で

ノ

ある。

また、乙において、派遣裁判官が利用できる図書等を適宜整備する。

I

◆

リ

I

●

I

｣

』

I

1

「
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裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び東京都公立大学法人（以下「乙」 とい

う。 ）は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に

関する法律（平成15年法律第40号｡以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定

等に基づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 とい

う。 ）の教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、この,取決めに反する内容を定めることはできないb

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

(派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。
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一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3 前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、 甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、 ．この限りではない。
､

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令に定めるところによる。

(出張）
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第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2に定めるところによ

る。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

心

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ､法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。

(取決めの変更）
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、Ⅳ

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決め‘に疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）
寺

第12条この取決めを証するため、甲と乙.とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月(3日

甲最高裁判所

事務総長 堀
ｰ

県田

●

乙東京都公立大学法人

理事長 山 本 良
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(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

教授（みなし専任教員）

勤務日数又は勤務時間数

4月から1月まで週あたり1日及び月あたり4時間（教授会）

2月から3月まで月あたり4時間（教授会）

2

3教授等の業務を行うべき場所

東京都立大学法科大学院（東京都中央区晴海1丁目2番2号）

4教授等の業務の内容

（1） 授業の担当

－~－1
－一五一

の ， , ‘

肯和6年度4月票

105分樗拳13

あたり1 日 （同一曜

－~｜
I民事裁判演習

2単位

令和6年度 10月第1週～1月第3週

105分授業13回×1クラス

上記期間中、連続する13週につき週あたり1日 （同一曜日）の

計13日 ’

(2） 教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

必要〔法曹養成専攻会議（月1回・約4時間） 〕

(3） （1）及び（2）のほか教授等の業務として特記すべき事項

授業期間内に週1回、 105分程度オフィスアワーが必要

－5－



(別紙第2）

1 交通費の取扱い
●

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

2研究費の取扱い

派遣裁判官には支給しない。

●

研究室の利用等

派遣裁判官は、派遣先法科大学院における専用の研究室の利用が可能である。

また、乙において、派遣裁判官が利用できる図書、コピーカード等を滴官鑿’備

3

する。

己

－6－



裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び東京都公立大学法人（以下「乙」 とい

う。 ）は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に

関する法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。）第4条第1項の規定

等に基づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 とい

う。 ）の教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

(派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、 この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。 ”

-1-



一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、 この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令に定めるところによる。

(出張）

－2－



第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2に定めるところによ

る。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号）第
1

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。

(取決めの変更）
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第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

(その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月(う日

甲最高裁判所
ウ

事務総長

◆

哉

li

堀
ｰ

県田

い
ご
皿
Ⅷ

乙東京都公立大学法人

理事長 山 本 良 －
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(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

非常勤講師（非常勤教員）

2勤務日数又は勤務時間数

年間約45時間

3教授等の業務を行うべき場所 ，

東京都立大学法科大学院（東京都中央区晴海1丁目2番2号）

4教授等の業務の内容

（1） 授業の担当
－

判（刑事）

ーJE－~一 ？~|年度 10月第1週～1月第3週

5分授業13回×1クラス
． ‐ ．‐ －－ －－－」

間中、連続する13週につき週あたり1日 （同一曜日）の｜

日

合和6

1C

担当科目

単位数

一

－－－－－－－

|刑事訴訟実務の基礎

2単位

,授業時間等 令和6年度 10月第1週～1月第3週
105分授業13回×1クラス

ト

1 - --

出勤を要する

|日

上記期間中、連続する13週につき週あたり1日 （同一曜日）の

|計13日 ． ’

(2） 教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

不要
←

(3） （1）及び（2）のほか教授等の業務として特記すべき事項

なし
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(別紙第2）

1 交通費の取扱い
◆

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

2研究費の取扱い

派遣裁判官には支給しない。

研究室の利用等

派遣裁判官は、派遣先法科大学院における共用の講師控室の利用が可能である。

また、乙において、派遣裁判官が利用できる図書、 コピーカード等を適宜整備

3

する。

－6－



裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び学校法人慶應義塾（以下「乙」 という。 ）

は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する

法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定等に基

づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 という。 ）の

教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派一

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。

－1－



一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、 甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における慶

應義塾講師（非常勤）就業規則に定めるところによる。

(出張）
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第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、 この派

遣の性質に反しない限りにおいて乙における慶應義塾講師（非常勤）就業規則に

定めるところによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。

－3－



（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条．この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月13日

甲最高裁判所

事務総長 堀 眞田

乙学校法人慶應義塾

理事長 、 伊 藤 公
､
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(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

非常勤講師（非常勤教員）

2教授等の業務を行うのに必要な日数又は時間数

年間約90時間

3教授等の業務を行うべき場所

慶應義塾大学三田キャンパス（東京都港区三田2－15－45）

4教授等の業務の内容

(1)授業の担当

翌
型
師
。

lL

6年度

0分授

柏閣比

4朔4月第1通

15回を1

(2)教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

不要

(3)(1)及び(2)のほか教授等の業務として特記すべき事項

授業準備打合せ、オフイスアワー、定期試験監督として、

日がある。

授業日以外に出校を要する

－5－

担当科目

単位数

授業時間帯

出勤を要する日

担当科目

単位数

民事実務基礎

3単位

授業時間等

出勤を要する日

令和6年度 9月第4週～2月第1週（予定）

90分授業1回+180分授業11回を1クラス

上記期間中、連続する15週に週あたり1日



(別紙第2）

、

交通費の取扱い
シ

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

1

〆

2研究費(図書費）の取扱い
g

‐ 派遣裁判官には支給しない。

['、

タ

3研究室の利用

派遣裁判官は､派遣先法科大学院における共用の講師控室の利用が可能である。

また、派遣裁判官は、図書館及び授業に必要なコピーにつき教材作成室の利用が可能で

ある。

一

f

●

《

「 ｰ

一

I
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裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び学校法人慶應義塾（以下「乙」 という。 ）

は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する

法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定等に基

づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 という。 ）の

教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

(派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。
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一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における慶

應義塾講師（非常勤）就業規則に定めるところによる。

(出張）
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第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、この派

遣の性質に反しない限りにおいて乙における慶應義塾講師（非常勤）就業規則に

定めるところによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、 甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。
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（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月(3日

甲最高裁判所

事務総長 堀 眞田

乙学校法人慶應義塾

､理事長 伊 藤 公
、
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(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

非常勤講師（非常勤教員）

2教授等の業務を行うのに必要な日数又は時間数

年間約90時間

3教授等の業務を行うべき場所

慶應義塾大学三田キャンパス（東京都港区三田2－15－45）

4教授等の業務の内容

(1)授業の担当

肯和6年度4月第1通

90分樗拳15同葬1

－－

合和6年度9月

90分樗拳1F

4週～2月第1通

180今将輩1 1向券

－

(2)教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

不要

(3)(1)及び②のほか教授等の業務として特記すべき事項

授業準備打合せ、オフイスアワー、定期試験監督として、授業日以外に出校を要する

日がある。

－5－

担当科目

単位数

授業時間等

出勤を要する日

担当科目

単位数

授業時間等

出勤を要する日



／

(別紙第2）

1 交通費の取扱い

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。
0

2研究蕊（図審賀）の取扱い

派遣裁判官には支給しない。

〔

3研究室の利用

派遣裁判官は、派遣先法科大学院における共用の講師控室の利用が可能である。 ．

また、派遣裁判官は、図書館及び授業に必要なコピーにつき教材作成室の利用が可能で

ある。

I

一

『
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裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び学校法人慶應義塾（以下「乙」 という。 ）

は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する

法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定等に基

づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 という。 ）の

教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

(派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、 この取決めに反する内容を定めることはできない。

(派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

(派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。
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一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2 派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、 この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、 この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における慶

應義塾講師（非常勤）就業規則に定めるところに.よる。

(出張）
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第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、この派

遣の性質に反しない限りにおいて乙における慶應義塾講師（非常勤）就業規則に

定めるところによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。

－3－



（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月(3日

’
零

蘂
…

‐
‐
１
１
哉
‐
Ｉ
Ｉ
Ｌ
順
、

甲最高裁判所

事務総長 堀 眞田

I

’
乙学校法人慶應義塾

理事長 伊 藤 公
、
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(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

非常勤講師（非常勤教員）

2教授等の業務を行うのに必要な日数又は時間数

年間約90時間

3教授等の業務を行うべき場所

慶應義塾大学三田キャンパス（東京都港区三田2－15－45）

4教授等の業務の内容

（1）授業の担当

刑事実務基礎

6単位

令和6年度ﾛ6年度

担当科目

単位数

9月第4週～2月第1週（予定）

90分授業5回十180分授業9回を2クラス

授業時間等

出勤を要する日 上記期間中、連続する15週に週あたり1日 （同一曜日）

(2)教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

不要

(3)(1)及び②のほか教授等の業務として特記すべき事項

授業準備打合せ、オフイスアワー、定期試験監督として、授業日以外に出校を要する

日がある。

－5－



､

I

(別紙第2）

ノ

1 交通費の取扱い

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

●

ｰ
／

2研究費（図書費）の取扱い
0

，派遣裁判官には支給しない。

3研究室の利用

派遣裁判官は、派遣先法科大学院における共用の講師控室の利用が可能である。

また、派遣裁判官は、図書館及び授業に必要なコピーにつき教材作成室の利用が可能で

ある。

／

一

I

1

、I
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裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び学校法人慶應義塾（以下「乙」 という。 ）

は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する

法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定等に基

づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 という。 ）の

教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、 この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

q■

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。

－1－



一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又ぱ勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、 この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における慶

應義塾講師（非常勤）就業規則に定めるところによる。

(出張）
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第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、 この派

遣の性質に反しない限りにおいて乙における慶應義塾講師（非常勤）就業規則に

定めるところによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。
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（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月(3日

溝
：

鷺
．

℃
。
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ａ

一
一
一
一
一
始

霊
粧
〆
恥
。
唖
＄

甲最高裁判所

事務総長

航

哉

|：．息
I

堀 眞田

乙学校法人慶應義塾

理事長 伊 藤 公 1
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(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

非常勤講師（非常勤教員）

2教授等の業務を行うのに必要な日数又は時間数

年間約45時間

3教授等の業務を行うべき場所

慶應義塾大学三田キャンパス（東京都港区三田2－15－45）

教授等の業務の内容

(1)授業の担当

4

二

二
:ﾛ6年度 9月第4週～2月第1遁

30分授業5回十180分授業9回を1

旧期間中、陣続する15凋に凋あたり1

(2)教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

不要

(3)(1)及び(2)のほか教授等の業務として特記すべき事項

授業準備打合せ、オフィスアワー、定期試験監督として、授業日以外に出校を要する

日がある。

－5－

担当科目

単位数

授業時間等

出勤を要する日



b

(別紙第2）

1

1 交通贄の取扱い

C 可
‘ も

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。
イ

、

2研究喪（図書費）の取扱い

派遣裁判官には支給しない。

『

3研究室の利用

派遣裁判官は、派遣先法科大学院における共用の講師控室の利用が可能である。

また、派遣裁判官は､図書館及び授業に必要なコピーにつき教材作成室の利用が可能で

ある。

I

、

）

。

0

－6－
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裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び学校法人上智学院（以下「乙」 という。 ）

は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する

法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定等に基

づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 という。 ）の

教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。
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一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらがじめ甲にその旨を通知するものとする｡

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、 この限りではない。
ー

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における上

智学院就業規則及び上智学院非常勤講師就業規則に定めるところによる。

(出張）
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第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、この派

遣の性質に反しない限りにおいて乙における上智学院就業規則及び上智学院非常

勤講師就業規則に定めるところによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第1．00号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。 ，

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。
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、

（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月(3日

甲最高裁判所

事務総長

やq

｡”~

二恐
豈八i

哉堀 田 眞

'剤・ ・『→も

1，"fl
P●－

乙学校法人上智学院

理事長 アガスティンサ
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(別紙第1）

1派遣裁判官の派遣先法科大学院における地位

非常勤講師（非常勤教員）

2教授等の業務を行うのに必要な日数又は時間数

年C 間約94時間

3教授等の業務を行うべき場所

上智大学四谷キャンパス（東京都千代田区紀尾井町7－1）

4 ‘教授等の業務の内容

(1) ， 授業の担当

(2) 教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否
0

不要 ．

(3) (1)及び(2)のほか教授等の業務として特記すべき事項．

講義終了後、学生からの質疑応答の時間が必要となる。

訴訟実務基礎（民事）においては、定期試験監督の業務を行う必要がある。

･-5－

I

担当科目 訴訟実務基礎（民事）
#

単位数
j

2単位
j ●

■

■

ﾛ

授業時間等 令和6年度4月第1週～7月第3週

100分授業14回を1クラス
9

9 9 ｡

､ 6

出勤を要する日

4 巴

上記期間中、連続する14週に週あたり 1日（同一曜

日）
U 屯●

■ 王 U

担当科目 模擬裁判（民事）

単位数
■

2単位

授業時間等 令和6年度9月第4週～1月第3週

100分授業14回を1クラス
｡

､ ｡

出勤を要する日 上記期間中、隔週に週あたり1日 （同一曜日）



(別紙第2）

1 交通費の取扱い

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

2研究費（図書費）の取扱い

派遣裁判官には支給しない。

3研究室の利用

乙は、派遣裁判官に専用の研究室（電話、コンピューターを含む。 ）を割り当

てる。

派遣裁判官は、派遣先法科大学院における共用の講師控え室の利用が可能であ

る。

また、乙において、派遣裁判官が利用できる図書、コピーカード等を適宜整備コピーカード等を適宜整備

する。
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裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」という。 ）及び学校法人創価大学（以下「乙」 という。 ）

は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する

法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定等に基

づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 という。 ）の

教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、 この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。
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一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3 前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令に定めるところによる。

（出張）

第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前
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に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2に定めるところによ

る。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は､甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。

（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に
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対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には､･甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月(3日

甲最高裁判所

事務総長 堀 眞田

I
乙学校法人創価大学

理事長 ‘ 田 代 康

－4－



(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

非常勤講師（非常勤教員）

2教授等の業務を行うのに必要な日数又は時間数

年間約35時間

3教授等の業務を行うべき場所

創価大学 キャンパス（東京都八王子市丹木町1－236）

4教授等の業務の内容

（1）授業の担当

(2)教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

不要

(3)(1)及び(2)のほか教授等の業務として特記すべき事項

授業終了後オフィスアワーを担当する。

－5－

担当科目

単位数

民事訴訟実務の基礎

2単位

授業時間等 令和6年度9月第2週～ 1月第4週

90分授業15回

出勤を要する日 上記期間中、連続する15週に週あたり1日



(別紙第2）

1交通費の取扱い

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

一

2研究費（図書費）の取扱い

派遣裁判官には支給しない。

3研究室の利用

派遣裁判官は、共同研究室及び共用の非常勤講師控室の利用が可能である(パソ

コン利用可)。

また、乙において、派遣裁判官が利用できる図書、コピーカード等を滴官轄備

する。
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裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び学校法人中央大学（以下「乙」 という。 ）

は、令和6年2月9日付け裁判官派遣要請書（その1）について、法科大学院への

裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律（平成15年法

律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定等に基づき、裁判官が乙の

設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 という。 ）の教授等の業務を行う

ことに関して､次のとおり取決めを締結する。

一

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては､ この取決めに反する内容を定めることはできない。

(派遣の期間）
t

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。
h

(派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。
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一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3 前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2 派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、乙における中央大学専任教員規程及び中央大学専門職

大学院特任教員に関する規程（以下これらを単に「規程」 という。 ）に定めると

ころによる。
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（出張）

第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、この派

遣の性質に反しない限りにおいて乙における規程に定めるところによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

(派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。
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（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

9

（疑義等の決定） ’

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月(う日

甲最高裁判所

事務総長

蕊
ヒー4

県堀 田

ｑ
○
０
Ⅱ
〃
Ｐ

乙学校法人中央大学

理事長 大 村 雅
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(別紙第1）

派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

特任教授（みなし専任教員）

勤務日数又は勤務時間数

1

0

2

攻授会粥催』二●

菱期週閻

3教授等の業務を行うべき場所

中央大学駿河台キャンパス（東京都千代田区神田駿河台3丁目11－5）

4教授等の業務の内容

（1） 授業の担当

●

－5－

担当科目 1群特講B@要件事実演習【総合事案研究】

単 位 数 1単位

授業時間等 令和6年度

後期： 9月第4週～11月第2週

100分授業7回を1クラス

出勤を要する日 上記期間中、週あたり1日 （同一曜日）及び期末試験の

実施日 （後期1日）の計8日

担当科目 4群特講I@民事裁判実務研究

単 位 数 1単位

授業時間等 令和6年度

後期： 11月第4週～1月第4週

100分授業7回を1クラス

出勤を要する日 上記期間中、週あたり1日 （同一曜日）及び期末試験の

実施日 （後期1日）の計8日



9

0

(2) 教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

必要［教授会（月1回・約2時間） ］

（注）上記以外に臨時に開催する場合がある。

(3) (1)及び(2)のほか教授等の業務として特記すべき事項

担当科目に関する学期末試験の出題及び採点を行う。

法科大学院の入試に関する業務は行わない。

いわゆるオフィス・アワーとして、研究室に待機し、学生の質問・相談に

応じる業務（週あたり1時間、授業出校日に合わせて設定）を行う。

教員研修を兼ねた学内研究会に参加（年に数回開催予定、 FD活動）する。

凸

心

－6－

担当科目 民事訴訟実務の基礎

単 位 数 4単位

授業時間等 令和6年度

前期：4月第2週～7月第4週

100分授業15回を2クラス

出勤を要する日 上記期間中，週あたり1日 （同一曜日）及び期末試験の

実施日 （前期1日）の計16日



(別紙第2）

1 交通費の取扱い

第4条に定める教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が兼任教員

の通勤に伴う交通費の支給に関する内規に基づき実費を支給する。
8

Q

2研究費の取扱い
■

派遣裁判官には支給しない。

3研究室の利用等

乙は、派遣裁判官に専用の研究室（電話コンピュータを含む）を割り当てる。

また、乙において、派遣裁判官が利用できる図書、コピーカード等を滴官轄備

する。

4 その他

中央大学教職員福利厚生施設使用規程に基づき、教職員臨時宿泊施設等を利用

することができる。

〆

、

｡
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裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び学校法人中央大学（以下「乙」 という。 ）

は、令和6年2月9日付け裁判官派遣要請書（その2）について、法科大学院への

裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律（平成15年法

律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定等に基づき、裁判官が乙の

設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 という。 ）の教授等の業務を行う

ことに関して、次のとおり取決めを締結する。

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。
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一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、 この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする．

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、乙における中央大学専任教員規程及び中央大学専門職

大学院特任教員に関する規程（以下これらを単に「規程」 という。 ）に定めると

ころによる。
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（出張）

第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、 この派

遣の性質に反しない限りにおいて乙における規程に定めるところによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は､甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。
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（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に．

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）
、

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは､本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月(3日

甲最高裁判所

事務総長

’
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乙学校法人中央大学

理事長 大 村 雅 j
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(別紙第1）

派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

特任教授（みなし専任教員）

勤務日数又は勤務時間数

1

2

前期週あたり1日ただし教授会開催週においては週あたり2日

後期週あたり1日ただし教授会開催週においては週あたり2日

3教授等の業務を行うべき場所

中央大学駿河台キャンパス（東京都千代田区神田駿河台3丁目11－5）

4教授等の業務の内容

（1） 授業の担当

－5－

担当科目

単 位 数

1群特講B@要件事実演習【総合事案研究】

1単位

授業時間等 令和6年度

後期： 9月第4週～11月第2週

100分授業7回を1クラス

出勤を要する日 上記期間中、週あたり1日 （同一曜日）及び期末試験の

実施日 （後期1日）の計8日

担当科目 4群特講I@民事裁判実務研究

単 位 数 1単位

授業時間等 令和6年度

後期： 11月第4週～1月第4週

100分授業7回を1クラス

出勤を要する日 上記期間中、週あたり1日 （同一曜日）及び期末試験の

実施日 （後期1日）の計8日



今

(2) 教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

必要［教授会（月1回・約2時間） ］

（注）上記以外に臨時に開催する場合がある。

(3) (1)及び(2)のほか教授等の業務として特記すべき事項

担当科目に関する学期末試験の出題及び採点を行う。

法科大学院の入試に関する業務は行わない。

いわゆるオフィス・アワーとして、研究室に待機し、学生の質問・相談に

応じる業務（週あたり1時間、授業出校日に合わせて設定）を行う。

教員研修を兼ねた学内研究会に参加（年に数回開催予定、 FD活動）する。

－6－

担当科目 民事訴訟実務の基礎

単 位 数

授業時間等

4単位

令和6年度

前期：4月第2週～7月第4週

100分授業15回を2クラス

出勤を要する日 上記期間中，週あたり1日 （同一曜日）及び期末試験の

実施日 （前期1日）の計16日



(別紙第2）

1 交通費の取扱い

第4条に定める教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が兼任教員

の通勤に伴う交通費の支給に関する内規に基づき実費を支給する。 ‐

2研究費の取扱い

派遣裁判官には支給しない。

心

3研究室の利用等

乙は、派遣裁判官に専用の研究室（電話、 コンピュータを含む）を割り当てる。

また、乙において、派遣裁判官が利用できる図書､ コピーカード等を適宜整備

する。

4その他

中央大学教職員福利厚生施設使用規程に基づき、教職員臨時宿泊施設等を利用

することができる。

や

－7－



裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び学校法人日本大学（以下「乙」 という。 ）

は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する

法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定等に基

づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 という。 ）の

教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

(派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。

－1－



一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。 ・

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令に定めるところによる。

（出張）

第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前
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に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2に定めるところによ

る。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。

（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に
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対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする6

ノ

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月（3日

嶬軍霜●

i 苧. 、
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■ 0
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隆嚇職｜い･幸ロ

甲最高裁判所

事務総長 堀 田

ーーq~ 一＝一一一一－

乙学校法人日本大学

理事長 林 真理
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(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

非常勤講師（非常勤教員）

2教授等の業務を行うのに必要な日数又は時間数

年間約100時間

3教授等の業務を行うべき場所

日本大学神田三崎町キャンパス（東京都千代田区神田三崎町2－3－1）

4教授等の業務内容

（1）授業の担当

I’

(2)教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

不要

(3) (1)及び(2)のほか教授等の業務として特記すべき事項

民事法系担当教員打合せ会（2か月に1回・ 1時間程度）に出席する必要があ

る。

講義終了後に学生からの質疑応答（1回・30分程度）の時間が必要となる。

－5－

単位数 4単位（2単位×2クラス）

授業時間等 令和6年度9月第4週～1月最終週

90分授業15回を2クラス（同一曜日に2クラス）

出勤を要する日 上記期間中、週当たり1日 （同一曜日）の計15日及び

期末試験実施日の1日



(別紙第2）

1 交通費の取扱い

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

2研究費（図書費）の取扱い

派遣裁判官には支給しない。

3研究室の利用

派遣裁判官は、派遣先法科大学院における研究室（講義日に全日独占的に使用

できる研究室）及び共用の講師室の利用が可能である。

また、乙において、派遣裁判官が利用できる図書、コピーカード等を適宜整備

する。
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裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び学校法人法政大学（以下「乙」 という。 ）

は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する

法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定等に基

づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 という。 ）の

教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

0

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。8

（

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。

-1-



一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

1

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

8

その他の法令に定めるところによる。

（出張）

第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前
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に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間屯乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

0

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2に定めるところによ

る。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

、

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。

0

（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に
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対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、

名押印の上、その1通を保有する。

甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

令和6年3月(J日
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(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

兼任教授（非常勤教員)

勤務日数又は勤務時間数

授業時間 9月から3月まで週あたり3時間20分（毎週）

打合せ等約8時間

定期試験採点等約10時間

合計年間約65時間

2B

q

教授等の業務を行うべき場所

法政大学市ヶ谷キャンパス法科大学院棟

（東京都千代田区九段北3－3－12） 、

3

4教授等の業務の内容

（1）授業の担当

(2)教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

不要 ．

(3) (1)及び(2)のほか教授等の業務として特記すべき事項

科目担当者間における打合せに参加する必要がある（授業開始時及び成績評

価時に約2時間4回程度を予定） 。

p

－5－

担当科目 民事訴訟実務の基礎

単位数 4単位

授業時間等

令和6年度9月～3月

14回の100分授業を午前と午後に実施。 7回は要件

事実を中心とする講義（単独授業） 、 7回は実務家教員

(弁護士） と分担して民事模擬裁判の指導を行う。

出勤を要する日 上記期間中、週あたり1日 （毎週）の計14日



(別紙第2）

1 交通費の取扱い

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

2研究費（図書費）の取扱い

派遣裁判官には支給しない。ただし、乙において、派遣裁判官が利用できる図

書、 コピーカード等を適宜整備する。

、

3研究室の利用

派遣裁判官は、派遣先法科大学院における共用の講師控え室の利用が可能であ

る。

、

0
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裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び学校法人明治大学（以下「乙」 という。 ）

は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する

法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定等に基

づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 という。 ）の

教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下｢派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、 この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。

－ 1－



一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、 この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における学

校法人明治大学教職員就業規則に定めるところによる。

(出張）

－2－



第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2に定めるところによ

る。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。

－3－



（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月(3日

甲最高裁判所

事務総長
ｰ

県堀 田

乙学校法人明治大学

理事長 柳 谷

－4－



(別紙第1 ）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

特任教授（非常勤教員）

2 勤務日数又は勤務時間数

4月から7月まで週あたり1日

9月から1月まで週あたり1日

3 教授等の業務を行うべき場所

明治大学駿河台キャンパス（東京都千代田区神田駿河台一丁目1番地）

4 教授等の業務の内容

(1) 授業の担当

I

[〕o令子饗

－

凋間中14渦に週崩

一一一■一■一一一一÷ﾏーー 一一一一一一一一甲

一一一マーー－－

「
４
１
１
１
１
「
淵
‐

一

一

一

同

単位数

授業時間等 月1月 100分授業14回9月～

一一一→一一一一一一一

合禾ロ6缶

14週に週あたり1日 （同一曜日

日に加え、講評授業（1回）

出勤を要す 、

I

7〕 1 畠

＝－■ー■－＝一一■■■ー‐ 雨 ■－－‐一一÷一＋一一一

－5－

担当科目

単位数

授業時間等

出勤を要する日



､ ＝

『

(2) 教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

不要。ただし、担当科目に関係する教員との打ち合わせ等には必要に応

じて出席する｡

(3) (1)及び(2)のほか教授等の業務として特記すべき事項

専任教員及び特任教員は､学習相談（オフイスアワー）を各学期に2回

（1回につき60分） 、キャリアガイダンス等を年2回（1回につき．90

分）実施する。

I

I

1

ノ

r

－6－’

｡



(別紙第2）

1 交通費の取扱い

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

2 研究費の取扱い

派遣裁判官には支給しない。

3 研究室の利用等

乙は、派遣裁判官に、派遣先法科大学院における専用の研究室（電話、情

報コンセントを含む。 ）を割り当てる。

共用の講師控室の利用も可能である。

図書館、 ローライブラリーの利用が可能である。

乙において、派遣裁判官が利用できるコピーカード等を適宜整備する。

』

－7－



裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び学校法人早稲田大学（以下「乙」 とい

う。 ）は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に

関する法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定

等に基づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 とい

う。 ）の教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。

－1－



一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

・は、この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における早

稲田大学教員任免規則及び任期を定めた教員等就業規程に定めるところによる。

(出張）

－2－



第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

0

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2に定めるところによ

る。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

(派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。

(取決めの変更）

－3－



第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の|司意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月侈日

甲最高裁判所

事務総長

－－
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乙学校法人早稲田大学

理事長 田 中 愛
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(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

教授（みなし専任教員）

勤務日数又は勤務時間数

令和6年度春学期（前期）

秋学期（後期）

2

週あたり1日および月あたり2時間

週あたり1日および月あたり2時間

3 教授等の業務を行うべき場所
V

早稲田大学早稲田キャンパス（東京都新宿区西早稲田）

教授等の業務の内容4

授業の担当(1)

担当科目 民事訴訟実務の基礎I
一－一一

単位数 1単位
一一一 －－

－－－一－－－－■十一 .－－－－

授業時間等 令和6年度春クオーター(春学期・前半） 4月～6月
0

100分授業全7回を1クラス7
－－－

出勤を要する日 上記期間中の7週、週あたり 1日 （同一曜日）の計7日

基礎Ⅱ

－

．前半）クオーター（秋学期

7回を1クラス

週、週あたり1日 （同一曜日）
－－－－

－5－



1

(2)教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

必要［研究科教授会（月1回・約2時間） ］

必要［教学会議（週1回・約2時間） ］

(3) (1)及び(2)のほか教授等の業務として特記すべき事項

週1日2時間程度の「オフィス・アワー」を設けてその業務を行う。

学内等における研究会・講演会等に出席する。

、

－6－

単位数
● － →

授業時間等

2単位

令和6年度秋学期 10月～1月

100分授業全14回を1クラス

出勤を要する日 上記期間中の14週、週あたり1日 （同一曜日）の計14日

担当科目 民事法総合研究

単位数 3／7単位

授業時間等

出勤を要する日

令和6年度冬クオーター（秋学期・後半） 1 1月～1月

100分授業全7回のうち3回を1クラス

上記期間中の7週、週あたり1日 （同一曜日）の計7日



(別紙第2:）

PU

6、

P

1交通費の取扱い

乙の定める通勤費補給金規程により支給する。

2研究費の取扱い

派遣裁判官には支給しない。

研究室の利用等

乙は、派遣裁判官に専用の研究室（電話を含む。 ） を割り当てるb

またぐ乙において、派遣裁判官が利用できる図書やコピーカードの他、 コンピ

ューター、．.ピー機等（いずれも他の教員と共有のもの） 、教育活動に従事する

3

に必要な環境を適宜整備する。
1

）

〆

‐

ノ

Ｉ

1

I

＝
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裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び学校法人早稲田大学（以下「乙」 とい

う。 ）は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に

関する法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定

等に基づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 とい

う。 ）の教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、この取決めに反する内容を定めることはできない。

(派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。

-1-



一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における客

員教員就業規程に定めるところによる。

(出張）
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第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2に定めるところによ

る。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

(派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。

(取決めの変更）
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第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果､取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月･13日

蕊甲最高裁判所

事務総長

U
p

A

哉眞堀 田

!、

にこ;『 -済i

乙学校法人早稲田大学

理事長 田 中 愛
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(別紙第1）

l 派遣裁判官の派遣先法科大学院に媚ける教授等の地位

客員教授（非常勤教員）

2 勤務口数又は勤務時間数

令和6ｲf度春クォ･--タ･－－ ［春学期（前期） ・前半） ］

秋クォーターl秋学期（後期） ・前半） ’

週あたり l l_l

週当たり 1日

3 教授等の業務を行うべき場所

早稲剛大学早稲田キャンパス （東京都新宿|X西早稲田）

教授等の業務の内容

） 授業の担当
一一百＝■－＝ 一一一一一一

菫

’
4

一等

壁
為

授
一
，
一
く
一
ｒ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ト
ー
‐
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｉ

－

民事訴訟実務の基礎I
一一二一 一

2単位（各クラス1単位）

4月～6月令和6年度春クオーター（春

100分授業全7回を2クラス

(春学期 ・前半）

司一曜日）の計7日
一一一■一一

|出勤を要する日
I ‐ _

（同一曜日）の計
一一ヶ一

上記期間中の7週、週あたり1日

－一一

一一一一一▲▲－

10月～11月前半）旧6年度秋クオ、

30令樗挙全7IE

日一曜日）の計7、間中の7鯛、鯛3

I

－5－



一

(2) 教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

不要［研究科教授会（月1回・約2時間） ］

不要［教学会議（週1回・約2時間） ］

！

）

(3) (1)及び(2)のほか教授等の業務として特記すべき事項

特になし

グ

…

1

〉

~

－6－

〆
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(別紙第2）

～

1 交通費の取扱い
手 『

乙の定める客員教員就業規程により支給する。

2 研究費の取扱い
､

派遣裁判官には支給しない。
8

3研究室の利用等

客員教授（非常勤教員）には原則として研究室の割り当ては行わない。

ただし、乙において、派遣裁判官が利用できる図書やコンピューター、 二

（いずれも他の教員と共有のもの） 、教育活動に必要な環境を適宜整備する。

コピー機等

戸

－7－



裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び学校法人早稲田大学（以下「乙」 とい

う。 ）は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に

関する法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定

等に基づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 とい

う。 ）の教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、 この取決めに反する内容を定めることはできない。

(派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

(派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。

－1－



一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における早

稲田大学教員任免規則及び任期を定めた教員等就業規程に定めるところによる。

(出張）

－2－



第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2に定めるところによ

る。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

(派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。

(取決めの変更）

－3－



第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月(3日

甲最高裁判所

事務総長

I

哉堀 眞田

j易 j
・附準↑
－－

I

乙学校法人早稲田大学

理事長 田 中 愛
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(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

教授（みなし専任教員）

勤務日数又は勤務時間数

令和6年度春学期（前期）

秋学期（後期）

2

週あたり1日および月あたり2時間

週あたり1日および月あたり2時間

3 教授等の業務を行うべき場所

早稲田大学早稲田キャンパス （東京都新宿区西早稲田）

4 教授等の業務の内容

(l) 授業の担当
「
１
１
１
１

） 4月～6月肯和6年度春クオー

100分樗挙全7回り

~~~一~一1

日
’

－－－ 』

）の計7月間中の．7洞、洞3

合和G 度秋クオーター（秋字難

樗挙全7回のうち5同葬！
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分
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(2) 教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

必要［研究科教授会（月1回・約2時間） ］

必要［教学会議（週1回・約2時間） ］

(3) (1)及び(2)のほか教授等の業務として特記すべき事項

週1日2時間程度の「オフィス・アワー」を設けてその業務を行う。

学内等における研究会・講演会等に出席する。

－6－

単位数

授業時間等

出勤を要する日 上記期間中の14週、週あたり1日 （同一曜日）の計14

日

担当科目 刑事法総合研究

単位数 1単位

授業時間等

出勤を要する日

令和6年度冬クオーター（秋学期・後半） 11月～1月

100分授業全7回を1クラス
一一－

上記期間中の7週、週あたり1日 （同一曜日）の計7日
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(別紙第2）づ

／ ← ‐

交通費の取扱い

乙の定める通勤費補給金規程により支給する。

1

ノ

2 ‘研究費の取扱い

・派遣裁判官には支給しない。

研究室の利用等

乙は、派遣裁判官に専用の研究室（電話を含む。 ）を割り当てる。

また、乙.において、派遣裁判官が利用できる図書やコピーカー．ドの他、 コンピ

ューター、 コピー機等（いずれも他の教員と共有のもの） 、教育活動に従事する

3

、

に必要な環境を適宜整備する。

’､

劣

、

I

I

－7－
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裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という｡）及び学校法人関西大学（以下「乙」 という｡）

は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する

法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という｡）第4条第1項の規定等に基づ

き、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」という｡）の教授

等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う｡）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、 この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間(以下｢派

遣期間」という｡）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、派遣

期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。

－1－



一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3 前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、 この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における学

校法人関西大学職員就業規則に定めるところによる。

(出張）
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第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする｡

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、この派

遣の性質に反しない限りにおいて乙における学校法人関西大学職員就業規則に定

めるところによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

(派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。
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（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果､取決めを変更する場合には､甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）
、

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月くぅ日

1
甲最高裁判所

事務総長

ﾛ

，

堀 哉
ｰ

県田

膣‘傘‘

乙学校法人関西大学

理事長 芝 井 敬
』

字

Ｉ
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(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

非常勤講師（非常勤教員）

2教授等の業務を行うのに必要な日数又は時間数

年間約100時間

3教授等の業務を行うべき場所

関西大学千里山キャンパス（大阪府吹田市山手町3－3－35）

4教授等の業務の内容

（1）授業の担当

(2)教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

不要

(3) (1)及び(2)のほか教授等の業務として特記すべき事項

台風、交通機関のスト等不測の事態により、休講となった場合は補講を行う必要があ

る。

－5－

担当科目 民事訴訟実務の基礎

単位数 4単位

授業時間等

出勤を要する日

令和6年度 令和6年4月1日～9月20日

90分授業15回を1クラス

令和6年9月21日～令和7年3月31日

90分授業15回を1クラス

上記期間中、連続する15週に週あたり1日 （同一蝿日）の合計15

日 （ただし、曜日別授業日数確保の関係上、学年暦に基づき同一曜日

とならないことがある)、定期試験監督1回（120分)。



(別紙第2）

1 交通費の取扱い

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲内で乙が実費を支給する。

2研究費の取扱い

派遣裁判官には研究費を支給しない。

3研究室の利用等

（1）派遣裁判官は、 「講師控室」を使用することができる（講師控室は、別途交付する教職

員証で入室可能)。また、コピー機、パソコンを使用することもできる。

(2)派遣裁判官は、総合図書館を利用することができる。

(3)乙は、派遣裁判官に対し、主要法律雑誌及び判例検索システムを利用できるIDを付

与する。

4その他特記すべき事項

なし。
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裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び学校法人同志社（以下「乙」 という。 ）

は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する

法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定等に基

づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 という。 ）の

教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

4

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、 この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日ま'でとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。
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一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

0

は、この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における同

志社嘱託講師就業規則、同志社大学嘱託講師規程及び出講案内に定めるところに

よる。
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（出張）

第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、 この派

遣の性質に反しない限りにおいて乙における同志社嘱託講師就業規則、同志社大

学嘱託講師規程及び出講案内に定めるところによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。
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（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第’’条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月(3日
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甲最高裁判所

事務総長 眞堀 田

乙学校法人同志社

ゞ事ニ ヘ ． ≦■
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(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

嘱託講師（非常勤教員）

勤務日数又は勤務時間数

令和6年度4月から7月まで週あたり1日

ほかに年2回程度打合せ（3時間）

2

3教授等の業務を行うべき場所

同志社大学今出川校地（京都市上京区御所八幡町103）
8

4教授等の業務の内容

（1）授業の担当
一

一一一一

令和6年度4月～

90衿将輩15喧 可'一内容の平

合和6年届 ヨ1－6霧H） 0
0

’

（2）教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

不要

(3） （1）及び（2）のほか教授等の業務として特記すべき事項

（1）に付随して、学期末試験の試験監督、授業時間以外に他の担当者と

の打合せ、起案文書の添削、授業準備、学生の指導等を行う。

－5－

担当科目

単位数

授業時間等

出勤を要する

日



(別紙第2）

1 交通費の取扱い

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

2研究費の取扱い

派遣裁判官には支給しない。

3研究室の利用等

派遣裁判官は、派遣先法科大学院における共用の講師控室、教員ラウンジの利

用が可能である。

さらに、法科大学院の図書室のほか、法学部・法学研究科研究室、大学図書館

等の図書・資料を利用できる。

また、乙において、派遣裁判官が利用できる図書、コピーカード等を滴官轄備派遣裁判官が利用できる図書、 備等

8

する。

■

－6－



裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び学校法人同志社（以下「乙」 という。 ）

は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する

法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定等に基

づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 という。 ）の

教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。
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一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、この限りではない。

勺

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における同

志社嘱託講師就業規則、同志社大学嘱託講師規程及び出講案内に定めるところに

よる。
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（出張）

第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は､派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、この派

遣の性質に反しない限りにおいて乙における同志社嘱託講師就業規則、同志社大

学嘱託講師規程及び出講案内に定めるところによる。

0

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。
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（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し､変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結する．ものとする。 q

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。~

令和6年3月(3日

、

甲最高裁判所

事務総長
１
１
１

篭
・
馴
惑
穂
鐸
報

一
・
暫
我
９
Ｊ
、
妬
．
』
浄
ｒ
皿
‐
，
，
勾
心
，
，

堀 田 眞 哉

陰- ，

乙，学校法人同志社

理事長 八 田 英

■■

－4－



(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

嘱託講師（非常勤教員）

2勤務日数又は勤務時間数

年間約10時間

0

3教授等の業務を行うべき場所

同志社大学今出川校地（京都市上京区御所八幡町103）

4教授等の業務の内容

（1）授業の担当

犀
将
年
分
６
０
和
９

一
口

ﾖl一躍H） ｡

（2）教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

不要

(3） （1）及び（2）のほか教授等の業務として特記すべき事項

特になし
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(別紙第2）

1 交通費の取扱い

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

2研究費の取扱い

派遣裁判官には支給しない。

Q

3研究室の利用等

派遣裁判官は、派遣先法科大学院における共用の講師控室、教員ラ

用が可能である。

さらに、法科大学院の図書室のほか、法学部・法学研究科研究室、

等の図書・資料を利用できる。

また、乙において、派遣裁判官が利用できる図書、コピーカード零

教員ラ

等

ウンジの利

大学図書館

を適官整備

する。

、

－6－



／

裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び学校法人立命館（以下「乙」 という。 ）

は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する

法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定等に基

づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 という。 ）の

教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。
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一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3 前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、 この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における立

命館大学有期雇用教員就業規則に定めるところによる。

(出張）
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第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、この派

遣の性質に反しない限りにおいて乙における立命館大学有期雇用教員就業規則に

定めるところによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。

－3－



（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月(3日

露
惑

鯵
咋
Ｆ
１
署
．
》
・
《
，
鄙
一
●
『
ｍ

甲最高裁判所

事務総長 堀
ｰ

県田

乙学校法人立命館

理事長 森
■
４
』島 朋
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(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

特別契約教員（みなし専任教員）

勤務日数又は勤務時間数

4月から7月まで 週あたり1日

9月から1月まで 週あたり1日

教授会およびその他業務等 30日程度

2

3 教授等の業務を行うべき場所

立命館大学朱雀キャンパス （京都市中京区西ノ京栂尾町8番地）

4 教授等の業務の内容

（1） 授業の担当

肯和6年度 4月へ

90令樗篝1 5伝

｜’

日 （同一曜日）たり1

務の基礎

単位×2クラス）

9月～1月肯和6年属

90分授学 15回 ×2クラス（同一内容の授業を実施）’
－－－－－ ‐ －－ － 」

連続する’‘週に…，‘｡旧-曜｡'J
の計15日 ’一 一 ’｜鰹皇塞辮

出勤を要する日

’
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ノ

(2)教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

必要［教授会（月2回・各約2時間） ］

(1)及び(2)のほか教授等の業務として特記すべき事項 ．

○授業日に受講者からの質問に対応する時間及び担当者の打合せのため

の時間（計90分）を設けてその業務を行う。

○担当する科目の定期試験に関わり、各年度8月および2月に各々約2

. （3）

0時間程度の時間、採点業務を行う。

ノ

一
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(別紙第2）

1 交通費の取扱い

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

2 研究費の取扱い

派遣裁判官には支給しない。

研究室の利用等

乙は、派遣裁判官に専用の研究室（電話を含む。 ） を割り当てる。

さらに、派遣裁判官は、派遣先法科大学院における共用の共同研究室（教

3

員控室） 、図書室の利用が可能である。

また、 乙において、派遣裁判官が利用できる図書等を適宜整備する。
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裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び学校法人関西学院（以下「乙」 という。 ）

は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する

法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定等に基

づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 という。 ）の

教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

タ

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

（派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。

-l-



一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法､裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、乙における法科大学院任期制実務家教員規程に定める

ところによる。

(出張）
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第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、 この派

遣の性質に反しない限りにおいて乙における法科大学院任期制実務家教員規程に

定めるところによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。
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（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他） 、

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月巳日

｜

哉

1露号翰

：
D T

j
q

ii
;iー

甲最高裁判所

事務総長 堀 眞田

＊ ･ 1
0 、

に鐘
、- －

乙学校法人関西学院

理事長 村 上
－
１
－

一

－4‐



(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

法科大学院任期制実務家教員（みなし専任教員）

2勤務日数又は勤務時間数

週あたり1日

教授等の業務を行うべき場所

関西学院大学西宮北口キャンパス

（兵庫県西宮市高松町5－22西宮ガーデンズケート館7階）

3

4教授等の業務の内容

（1）授業の担当

「
‐
一一

’

担当科目 刑事模擬裁判
｜

I
単
一
授

位数

業時間等

’2単位I

勤を要する日出

’の計15日

② 教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

カリキュラム委員会については、出席が必要である。なお、カリキュラム委員会については、出席が必要である。なお、担当授業の開講

日と異なる日程で開催する場合がある。

［カリキュラム委員会（1学期に3回程度． 1回約2時間） ］

研究科教授会については、出席することができる。なお、担当授業の開講日

と異なる日程で開催する場合がある。

［研究科教授会（原則月1回・約2時間） ］

-5－

担当科目

単位数 2単位

授業時間等 令和6年度 9月～3月

90分授業 15回

出勤を要する日
上記期間中、連続する15週に週あたり1日

(同一曜日）の計15日



(3) (1)及び(2)のほか教授等の業務として特記すべき事項

オフィスアワー（学生からの質問、相談への対応）を設けてその業務を行う。

一

やむを得ぬ理由で授業を実施できなかった場合は、補講を行う。

、

ノ

リ

I

●

／

1

〆

-6－
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(別紙第2）

1 交通費の取り扱い

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

2研究費の取扱い

派遣裁判官には支給しない。

3研究室の利用等

乙は、派遣裁判官に研究室（1人で1室）及び研究用キヤレル（1台）

り当てる。

また、乙において、派遣裁判官が利用できる図書等を適宜整備する。

を割

-7－



裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び学校法人愛知大学（以下「乙」 という。 ）

は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する

法律（平成15年法律第40号。以下「法」 という。 ）第4条第1項の規定等に基

づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 という。 ）の

教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

(派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、 この取決めに反する内容を定めることはできない。

(派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

(派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。

-1-



一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2 派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、 乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする“

3 前項の場合を除き、第’項各号に該当する場合には、甲は、△にその旨を通知

するものとし、甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4 第’項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、 甲及び凸は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、 この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2 派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における非

常勤教員に関する規程、専任職員以外の職員の給与等に関する規程及び愛知大学

専門職大学院非常勤教員の給与等に関する規程に定めるところによる。

－2－



（出張）

第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、 この派

遣の性質に反しない限りにおいて乙における非常勤教員に関する規程、専任職員

以外の職員の給与等に関する規程及び愛知大学専門職大学院非常勤教員の給与等

に関する規程に定めるところによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

(派遣の状況の報告）

第9条乙は、 甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

－3－



て報告するものとする。

（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月(3日

甲最高裁判所

事務総長
！
ｉ
ｌ

一
理
剰
荊
３４
句
■
四
句
〃
、

堀 田 哉眞

〔皇壼『，

､

乙学校法人愛知大学

理事長 広 瀬 裕

卓－4－



(別紙第1）

1 派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

非常勤講師（非常勤教員）

2勤務日数又は勤務時間数

年間15時間程度

3教授等の業務を行うべき場所

愛知大学車道校舎（名古屋市東区筒井二丁目10番31号）

4教授等の業務の内容

(1)授業の担当
一

担当科目 民事訴訟実務基礎I
－マ 一一

単位数

院篭』鵬｡豚 7月
授業時間等

90分授業9回
－‐=一＝

上記期間中、 9週につき遍

I

あたり1日の計9H
出勤を要

する日 ｜目､時限）
｜ －一一圭 守一

－－－

(2) 教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

不要

(3) (1)及び(2)のほか教授等の業務として特記すべき事項・
○

当該科目担当者（3名）による打合せを必要に応じて行う。

－5－



／

(別紙第2）

交通費の取扱い

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

1

、

〕

研究費の取扱い
b

派遣裁判官には支給しない。

2

、

研究室の利用等

派遣裁判官は､派遣先法科大学院における講師控室の利用が可能である｡

3

ダ

0

1

－6－



裁判官派遣に関する取決め書

最高裁判所（以下「甲」 という。 ）及び学校法人福岡大学（以下「乙」 という。 ）

は、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する

法律（平成15年法律第40号。以下「法j という。 ）第4条第1項の規定等に基

づき、裁判官が乙の設置する法科大学院（以下「派遣先法科大学院」 という。 ）の

教授等の業務を行うことに関して、次のとおり取決めを締結する。

（派遣の実施）

第1条甲は、乙からの派遣の要請の内容を十分考慮した上で、派遣先法科大学院

において別紙第1で定める教授等の業務を行う裁判官（以下「派遣裁判官」 とい

う。 ）を指定する。

2 乙及び派遣裁判官は、協議の上、派遣裁判官が派遣先法科大学院においてこの

取決めの定めるところに従って教授等の業務を行うことの合意に達した場合には、

その旨の契約を締結する。

3前項の契約においては、この取決めに反する内容を定めることはできない。

（派遣の期間）

第2条派遣裁判官が派遣先法科大学院において教授等の業務を行う期間（以下

「派遣期間」 という。 ）は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとし、

派遣期間が満了したときは、教授等の業務は終了する。

(派遣の終了）

第3条甲は、以下に定める事由に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、派

遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了するものとする。

-1-



一法第5条第2項の規定により、派遣裁判官が行う教授等の業務を継続するこ

とができないか又は適当でないと認める場合

二派遣裁判官が裁判官の地位を失った場合

2派遣裁判官が派遣先法科大学院における教授等の地位を失う場合には、乙は、

あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。

3前項の場合を除き、第1項各号に該当する場合には、甲は、乙にその旨を通知

するものとし、 甲から乙にその通知がされたときに、乙と派遣裁判官との間の契

約も終了するものとする。

4第1項の規定により派遣裁判官が教授等の業務を行うことを終了する場合で、

第2条に定める派遣期間の終期が到来していないときは、乙からの事前の派遣要

請に基づき、甲及び乙は、更に派遣裁判官の指定について協議するものとする。

ただし、教授等の業務の終了が乙の責めに帰すべき事由によると認められる場合

は、 この限りではない。

（業務内容等）

第4条派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位、勤務日数又は勤務

時間数、業務を行うべき場所及び業務の内容は、別紙第1のとおりとする。

（服務）

第5条乙は、派遣裁判官に対し、法、裁判所法（昭和22年法律第59号）及び

その他の法令並びにこの取決めに反する業務を命じてはならない。

2派遣期間における教授等の業務に係る派遣裁判官の服務は、法、裁判所法及び

その他の法令によるほか、この派遣の性質に反しない限りにおいて乙における福

岡大学非常勤講師就業規則に定めるところによる。

‘

(出張）

－2－



第6条乙は、派遣裁判官に対し教授等の業務として出張を命じる場合には、事前

に甲と協議するものとする。

2前項の出張の費用は、乙が負担する。

（勤務条件）

第7条派遣裁判官は、派遣期間中、乙から、その教授等の業務に係る報酬その他

一切の給与の支払を受けないものとする。

2前項に定めるほか、派遣裁判官の派遣期間における勤務時間、休暇等の勤務条

件及び福利厚生の利用等については、別紙第1及び別紙第2によるほか、この派

遣の性質に反しない限りにおいて乙における福岡大学非常勤講師就業規則に定め

るところによる。

（業務災害及び通勤災害）

第8条派遣裁判官の派遣期間における教授等の業務にかかる業務上の災害及び派

遣先法科大学院への通勤による災害については、裁判官の災害補償に関する法律

（昭和35年法律第100号）の定めるところによる。

なお、同法が準用する国家公務員災害補償法（昭和26年法律第191号）第

6条第1項に基づく損害賠償の請求権の行使を妨げるものではない。

（派遣の状況の報告）

第9条乙は、 甲からの求めに応じ、法第6条第2項の規定による納付金の金額の

算定の基礎とするため、派遣裁判官が教授等の業務を行った日数又は時間数につ

いて報告しなければならない。

2 乙は、甲からの求めに応じ、派遣裁判官の勤務条件及び業務の遂行状況につい

て報告するものとする。

－3－



（取決めの変更）

第10条甲及び乙は、この取決めを変更することを希望する場合には、相手方に

対し、変更を必要とする理由を示した上で、変更の申し出を行うことができる。

その結果、取決めを変更する場合には、甲において派遣裁判官の同意を得た上で、

その旨の取決めを締結するものとする。

（疑義等の決定）

第11条この取決めに定めのない事項及びこの取決めに疑義が生じたときは、甲

と乙とが協議して定めるものとする。

（その他）

第12条この取決めを証するため、甲と乙とは、本書2通を作成し、それぞれ記

名押印の上、その1通を保有する。

令和6年3月.(う日

甲最高裁判所

事務総長

ターーー

冒扇瀞熟霞
総蕊

q ●虹
、

(に臭職
－， ，

4聖〃

這登獄(昭
や一合吟＝ _一一一 -

堀 眞田

乙学校法人福岡大学

理事長 貫
舎

募正

1
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(別紙第1）

派遣裁判官の派遣先法科大学院における教授等の地位

非常勤講師（非常勤教員）

1

教授等の業務を行うのに必要な日数又は時間数

年間約20時間

2

教授等の業務を行うべき場所

福岡大学七隈キャンパス（福岡市城南区七隈8－19－1）

3

教授等の業務の内容

(1) 授業の担当

4

一一一一－－－＝■ ■ ■＝一一一 一一

但当科目

単位数

民事実務演習

1ZZ単位
’

令和6年度

90分授

4月～7月

業6回

、 6週につき週あたり1

是業時間等

勤を要する日 ｜|上記期間中 ヨの計6E

(2) 教授会・カリキュラム編成会議等への出席の要否

不要

(3) (1)及び(2)のほか教授等の業務として特記すべき事項

特になし
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』

(別紙第2）
ノ

交通費の取扱い

教授等の業務を行うのに必要と認められる範囲で乙が実費を支給する。

1

、

〕

戸 ？

研究費（図書費）の取扱い

派遣裁判官には支給しない。

2

研究室の利用

派遣裁判官は、派遣先法科大学院における共用の講師控室の利用が可能で

ある。

また、乙において､派遣裁判官が利用できる図書、コピーｶｰド等を適宜

3

整備する。

ノ

→

､

－6－


